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平成26年知立市議会12月定例会市民福祉委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成26年12月９日（火） 午前10時 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（７名） 

     杉山 千春     三宅 守人     高木千恵子     永田 起也 

     稲垣 達雄     佐藤  修     石川 信生 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     福祉子ども部長   成瀬 達美      福 祉 課 長   長谷 嘉之 

     子 ど も 課 長   星野 主税      保 険 健 康 部 長   加藤  初 

     長 寿 介 護 課 長   中村 明広      国 保 医 療 課 長   正木  徹 

     健 康 増 進 課 長   清水 弘一      市 民 部 長   山口 義勝 

     市 民 課 長   稲垣 利之      経 済 課 長   早川  晋 

     環 境 課 長   高木  勝 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   島津 博史      議 事 課 長   横井 宏和 

     議 事 係 長   近藤 克好 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第59号 第３期知立市障がい者計画の策定について           原案可決 

     議案第60号 知立市子ども・子育て支援事業計画の策定について         〃 

     議案第61号 第２次健康知立ともだち21計画の策定について           〃 

     議案第67号 知立市かとれあワークス条例の一部を改正する条例         〃 

     議案第68号 知立市中央子育て支援センター条例                〃 

     議案第69号 知立市かとれあワークスの指定管理者の指定について        〃 

     議案第70号 知立市地域福祉センターの指定管理者の指定について        〃 

     議案第71号 知立市いきがいセンターの指定管理者の指定について        〃 

     議案第72号 逢妻衛生処理組合規約の変更について               〃 

     議案第73号 逢妻衛生処理組合の解散について                 〃 

     議案第74号 逢妻衛生処理組合の解散に伴う財産処分について          〃 

     議案第75号 し尿処理事務の委託について                   〃 

     議案第83号 知立市国民健康保険条例の一部を改正する条例           〃 

     陳情第34号 介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書    不採択 

     陳情第35号 愛知県に対し福祉医療制度に関する意見書提出を求める陳情書    〃 

     陳情第36号 愛知県に対し医療提供体制に関する意見書提出を求める陳情書   採択 

     陳情第38号 年金制度に関する意見書提出を求める陳情書           不採択 
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     陳情第39号 介護保険制度に関する意見書提出を求める陳情書         不採択 

     陳情第40号 子ども医療費助成制度に関する意見書提出を求める陳情書      〃 

     陳情第41号 新たな患者負担増に関する意見書提出を求める陳情書        〃 

     陳情第42号 病棟転換型居住系施設に関する意見書提出を求める陳情書      〃 

     陳情第43号 介護・福祉労働者の処遇改善に関する意見書提出を求める陳情書  採択 

     陳情第44号 生活保護に関する意見書提出を求める陳情書           不採択 
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――――――――――――――――――――――― 

開会 午前10時00分 

○稲垣委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから市民

福祉委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました案件は23件、すなわ

ち議案第59号、議案第60号、議案第61号、議案第

67号、議案第68号、議案第69号、議案第70号、議

案第71号、議案第72号、議案第73号、議案第74号、

議案第75号、議案第83号、陳情第34号、陳情第35

号、陳情第36号、陳情第38号、陳情第39号、陳情

第40号、陳情第41号、陳情第42号、陳情第43号、

陳情第44号です。これらの案件を逐次議題といた

します。 

 なお、陳情第34号から陳情第36号及び陳情第38

号から陳情第44号までの10件につきましては、趣

旨説明の希望がございます。まずこの委員会の冒

頭で趣旨説明を行い、陳情の審査につきましては、

本委員会に付託されました議案等の審査が終了し

た後に行いますので御承知願います。 

 それでは、陳情提出者の趣旨説明を行います。

初めに手順を説明いたします。 

 説明者の方は、お名前をお呼びしましたら、正

面の説明席に着いていただきます。そして趣旨説

明をしていただきます。説明の時間は１件につき

５分で、複数の件数の場合はまとめて10分程度と

いたします。説明終了後、説明に対する委員の質

問を行います。質問終了後、説明者の方は傍聴席

に移動していただきます。 

 なお、説明及び質問の忚答の際は、説明者並び

に委員は委員長が指名しましたら、その場に立っ

て行ってください。 

 それでは、愛知自治体キャラバン实行委員会よ

り提出されました陳情第34号から陳情第36号及び

陳情第38号から陳情第44号までの提出者代理人、

久保田武さん、説明席にお座りください。 

 久保田さん、陳情第34号から陳情第36号及び陳

情第38号から陳情第44号までの趣旨説明をお願い

いたします。 

○久保田陳情提出代理人 

 おはようございます。愛知自治体キャラバン实

行委員会の久保田と申します。それでは早速です

が、時間もありませんので陳情書の説明に入りた

いと思います。 

 まず陳情事項１でございます。生活保護につき

ましては、昨年生活保護法が改定されまして、私

たちも心配しているところでございますが、知立

市におかれましては、そういうことはないと思い

ますがいわゆる水際作戦ということで、申請を受

け付けないような自治体も幾つかあるというふう

に聞いております。そういうことがないようによ

ろしくお願いしたいということでございます。 

 それから、同時に生活保護基準が引き下げられ

まして、それに連動して影響を受ける施策がござ

います。とりわけ就学援助の問題ですとか、その

辺につきましては、今まで受けていた方が受けら

れなくなるということがないようによろしくお願

いしたいと思います。 

 続きまして、２番目の安心できる介護保障の問

題でございます。第６期の介護保険料、これが今

検討中だというふうに思いますが、第５期の知立

市におかれましては、段階が11段階というふうに

聞いております。国のほうも、今回の介護保険法

改定で標準９段階に多段階化されております。名

古屋市では今12段階ですが、第６期では15段階に

広げると、多くするというふうにも聞いておりま

すので、より一層の多段階化をよろしくお願いし

たいと。 

 そして、もう１つの問題は、とりわけ低所得者

の倍率の問題でございますが、例えば刈谷市にお

かれましては、第１段階は0.1、そして第２段階

は0.35ということで低所得者の方の倍率を低く抑

えています。知立市におかれましても、そういう

ことをぜひ御検討お願いしたいと思っております。 

 続いて基盤整備でございます。自治体キャラバ

ンのアンケートでことしの４月現在、待機者が

102人というふうに聞いております。この待機者

を早急に解消するために、第６期においてぜひ特

養の常設等を御検討お願いしたいというふうに思

います。 
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 さて③です。地域包括ケアを含む新しい総合事

業でございますが、これは６月に医療介護総合法

ができまして来年度以降、自治体に要支援の方の

訪問介護、通所介護が自治体の事業に移行される

ということがございます。これについては私たち

非常に心配しております。今までヘルパーあるい

はデイサービスを受けられた方が切り捨てられる

んじゃないかということで心配しております。こ

ういうことが起こりますと、より一層重度化して

家族の負担がふえる、あるいは認知症の方が非常

に困るということを心配しております。そういう

点で、今までの専門的なサービスが受けられるよ

うにお願いしたいと思います。 

 それから、要介護認定におかれましても、いわ

ゆる国のほうが示したチェックリストというのが

ありますが、単純にこのチェックリストに回すと

いうことがないように、全て介護保険を受けたい

方は要介護認定に回していただくということを徹

底していただきたいと思っております。 

 ④につきましては、いろんな施策が行われてい

ると思いますが、引き続き安否確認や外出支援、

高齢者のサロン等の充实をよろしくお願いいたし

ます。 

 大きな３番、福祉医療制度でございます。県の

ほうも今のところは縮小せずというふうに言って

おりますが、引き続き福祉医療制度の充实をお願

いしたい。それから、とりわけ子どもの医療費に

つきましては、知立市におかれましては中学校卒

業まででございますが、ぜひ18歳までということ

でよろしくお願いいたします。 

 子育て支援でございますが、国のほうの保育制

度の改定がございますが、引き続き自治体の責任

で保育を充实していただきたいということでお願

いいたします。 

 次に５番目、国民健康保険の問題でございます。

これにつきましては、本当に高過ぎる保険税で払

えない状況がございます。ぜひ一般会計からの繰

り入れ、そして保険税の引き下げということでお

願いしたいと思います。知立市におかれましては、

繰り入れの額が現状県内の順位が33番目と聞いて

おります。それから保険税は県内で19番目に高い

ということでございますので、この点については

ぜひ御検討お願いいたします。 

 あと、最近多いのが保険税の滞納による差し押

さえでございます。これにつきましても、生活を

破壊するような差し押さえはやらないということ

で、いわゆる昨年ですか、鳥取で判決が出ました

が、この判決に沿ったマニュアルづくりも含めて

よろしくお願いしたいと思います。 

 ６番目は障がい者・障がい児の問題でございま

す。いろんなところで御努力されていると思いま

すが、引き続き地域生活支援事業の負担の問題、

訪問系サービス、移動支援の支給時間、それから

通所・通学にも活用できるようにしてほしい、利

用料徴収の問題、あるいは院内介助、入院中のヘ

ルパー派遣を認めてほしい、さまざまな障がい者

からの要望に忚えていただきたいと思います。 

 続いて予防接種の問題でございます。これにつ

きましては、とりわけ高齢者の肺炎球菌ワクチン

の問題でございます。御存じのように、10月から

国のほうで定期接種化がされております。ただ、

これについては、65歳から５歳刻みの定期接種と

いうことでございますので、この間の年齢、62歳

とか63歳の方が今までどおり任意接種が受けられ

るように引き続きしてほしい問題と、あとは自己

負担、これも県下自治体でいろんな状況です。例

えば、大府市なんかは自己負担1,000円で受けら

れますが、名古屋市は4,000円もかかるというこ

とで、ちょっと知立市のことはあれですが、助成

をふやして自己負担はできるだけ抑えてほしいと

いうふうに思っております。 

 そして、もう時間がありませんので、あとの陳

情書については見ていただきたいと思いますが、

国に対する意見書の提出ということで、年金制度、

それから介護保険制度に関するもの、子ども医療

費助成制度に関するもの、新たな患者負担増に関

するもの、そして病棟転換型居住系施設に関する

もの、介護福祉労働者の処遇改善に関するもの、

生活保護に関するものが国への意見提出をお願い

したいことです。 
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 それから愛知県に対しては、引き続き福祉医療

制度を守ってほしいというのと医療提供体制に関

する意見書提出をお願いしたいということでよろ

しくお願いします。 

 以上で簡単ですが趣旨説明とさせていただきま

す。ありがとうございました。 

○稲垣委員長 

 ありがとうございました。趣旨説明が終わりま

した。 

 次に質問等がありましたら発言をお願いいたし

ます。 

（「質問なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質問なしと認めます。これで陳情第34号から陳

情第36号及び陳情第38号から陳情第44号までの趣

旨説明を終わります。 

 久保田さん、傍聴席にお戻りください。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

休憩 午前10時13分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時14分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは本委員会に付託されました案件を議題

としていきます。 

 議案第59号 第３期知立市障がい者計画の策定

についての件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 ハッピープランですけども、１つだけ教えてい

ただきたいというか、確認させていただきたいと

思います。 

 61ページなんですけれども、情報提供の充实と

いうところで下から２行目、声の広報の配布を図

りますということで、今も实施してみえると思う

んですけど、今利用者何人ぐらいお見えになりま

すでしょうか。 

○福祉課長 

 済みません、今ちょっと手元に資料がございま

せんので、後ほど御回答させていただきます。 

○高木委員 

 この次のページ、コミュニケーションの支援の

充实というところを読みますと、手話通訳に関し

ては非常に多く書かれておりますけれども、今知

立市で支援が必要な障がい者といいますと、いろ

いろな方がお見えになると思います。特に目の見

えない方たち、視覚障がい者の方に対してはここ

には書いてありませんけれども、その辺のところ

はどうしてなんでしょうか。 

○福祉課長 

 目の見えない方に関しては、ヒアリングの時点

ではボランティアのあいタッチさんに来ていただ

いて、２人の目が見えない方のお話も一緒に聞い

ています。それは、それぞれの部署で主な意見と

いう形で、それぞれの項目で載せてあるんですけ

ども、それについて該当するところで、その内容

については紹介させていただいている形をとって

ます。ただ、目の見えない方に関してというとこ

ろについてはまだ知立市はかなりおくれてますの

で、またこれからも検討させていただくという内

容かと思っております。 

 以上です。 

○高木委員 

 ４ページの計画の法的根拠と位置づけというと

ころの性格のところの５行の文章の最後のほうに、

知立市障がい者計画において障がい者施策全般の

方向性を決め、知立市障がい者福祉計画において

サービスの充实というふうに書かれておりますの

で、その中に視覚障がい者の方への支援もたくさ

ん盛り込んでいただけるとありがたいんですけど、

その辺はどうなっていますでしょうか。 

○福祉課長 

 障がい福祉計画については３月議会に上程させ

ていただく予定で、12月、この委員会が終わった

後ぐらいに、また会議を開きまして素案の提案を

させていただく予定でございますので、もうしば

らくお待ちいただけますでしょうか。 

○高木委員 

 そのときには障がい者、いろんな障がい者、身

体障がい者から今ここにありますように耳の聞こ
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えない方、目の見えない方もありますけども、細

かく入れていただきたいと思うんですけど、その

辺のところはどのようになりますでしょうか。 

○福祉課長 

 高木委員がおっしゃるとおり、それぞれ福祉サ

ービス、目の見えない方については行動援護とい

う形が該当するかなと思っていますので、その辺

での支給量、時間数になるんですが、それを御確

認いただくという話になると思います。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 まず最初にこの計画の２ページのところ、中段

ぐらいのところですけれども、平成25年６月には、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、

以下障害者差別解消法が成立しており、行政機関

等においては社会的障壁の除去を障がい者や家族

から求められた場合に合理的配慮をすることを義

務づけされることが示されているというふうにこ

こに載ってるわけですけれども、この中身だけを

読むと、障がい者の方が社会的障壁ということが

具体的にあった場合に、行政に対して差別の解消

のための具体的な施策等を含めて合理的な配慮を

義務づけられたということだいうふうに思います

けれども、これは、この計画のさまざまいろいろ

ありますけれども、計画でさまざまなことが盛り

込まれておるけれども、これに盛り込まれてない

ことも含めて、障がい者の方が申し立てをされた

という場合には、そうした配慮を当然すると私は

理解してるんですけど、この辺のところの障害者

差別法のこの点の説明と合わせながら、その辺に

ついての考え方をぜひ。 

○福祉課長 

 今、障がい者計画を策定するに当たり、さまざ

まな部会、８ページを見てもらうとわかるんです

けども、まずは人にやさしいまちづくり推進協議

会、知立市障がい者地域自立支援協議会、その下

に相談支援部会、生活関連部会１、生活関連部会

２、生活関連部会３、学校支援学級部会、こころ

の健康支援ネットワーク、障害者優先調達推進会

議コミュニケーション部会という形で、今まで23

回ほど会議を開いてまいりました。あと、年度末

までに９回会議を開いて32回会議を推進していく

予定なんですけれども、この会議については３年

間継続して、平成26年、平成27年、平成28年と３

カ月に１回程度でそれぞれの部会を開いていく予

定でいます。 

 会議をやった中では、家族の方等については障

がいがあることについて、かなり差別感だとかは

その会議の中で語られてきてます。 

 一概に国が求める法律を实現するというのは、

かなり難しいというのは感じております。特に生

活関連部会１においては、成年後見制度の利用支

援だとか地域福祉の権利擁護事業等、あと障がい

者虐待防止対策のネットワークという形で話をさ

せていただいているんですけども、ようやく福祉

課では虐待の体制はとれたんですが、实際障がい

の方というのは大きい声を出したりだとかいろん

なことをすると。普通の方とは違うような形の対

忚されるので、それが一概に虐待かというとそう

ではないということを家族の方が訴えられてまし

た。そういう部分でいくと、やっぱり地域で障が

いの方をいかに溶け込ませていくのか、そういう

場所を提供していくのかというのは非常に難しい

と考えています。だから国が提示しているものを

实現するについてはかなり時間がかかるし、それ

を目指していくんですが、まずは行政と各種団体

及び関係する事業所、あと学校だとかというさま

ざまな地域でのネットワーク、そういうものをい

かにつくっていくのかというのがとりあえず今で

きることかなと思ってまして、だから今回、年間

32回という形のさまざまな会議を開いて、できる

だけネットワークをつくっていくというところに

主眼を置いて今回の計画をつくらせていただいた

と。だから、まずはようやくスタートラインに立

った時点でございますので、早急には国が求める

ものは实現は難しいというふうに考えております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 私、勉強不足なので、この法律ができたという
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ことと、差別に関して及び権利擁護ということが

中心だということはわかりますけれども、具体的

には国が求めてるものというのはどういうことで

しょうか。 

○福祉課長 

 済みません、具体的に求めているものというの

が簡単には説明できないので、ちょっと時間をい

ただけますでしょうか。 

○佐藤委員 

 差別、権利擁護、その点が中心だということが

ありますけれども、もうちょっと平べったくそれ

を押し広げてみますと、障がい者の方が差別や、

直接的ではないにしても、人としてちゃんと生き

る、享受できる、そうした前提条件が障壁だとい

うことが感じられて行政のほうに申し立てがあっ

たとした場合には、差別ではないけれども、その

ことが権利を全うするのに障壁だということであ

れば、それは行政として配慮し対策を立てると、

それが基本だというふうに私、理解するところで

すけれども、この点はどうでしょうか。 

○福祉課長 

 障がいの方が地域で暮らしていくというところ

においては、やっぱりさまざまな福祉サービス等

を使って、その状況をつくっていく形になるんで

すけれども、今、福祉課の中では、いろんな発達

障がいの方の相談等があります。そうした場合に

医療機関、精神の病院の方を中心に事業所だとか、

あと春日井市のコロニーの専門の方だとか、うち

の担当だとかで、いろいろケース検討会議、支援

会議を開いてます。その中で何とかできること、

その人が在宅で、また家庭が存続できるような形

での検討は、实際現場では行っております。 

 行政ができる限界というのは、さまざまな専門

機関とのネットワークの中で障がいの方が、また

その家族が生活できる状態、安定した状態をでき

るのが今現实にやっている点でございまして、自

分はそれをやっていくことが今できることかなと

思っていますけど。 

○佐藤委員 

 具体的に、例えば一般質問の中で中島牧子議員

が聴覚障がいの方たちの例えば磁気ループの提案

をされましたけれども、知立市はまだその点が整

っている、推進していくという方向ではないわけ

で、しかし聴覚障がいの方たちが社会参加の中や

そういう中でいろんな会議だとか講演だとかそう

いう場において、健常者と同等にそうしたことを

享受するというようなことの場合、そうしたこと

も１つの社会的障壁だというふうにして、権利が

全うされないということであるならば、そうした

点も今後は取り組んで、いつできるかということ

はともかくとして、基本的なスタンス、姿勢とし

て取り組んでいくということが必要ではないかと

いうふうに思いますけれども、それは磁気ループ

に限ったことではなくて、例えば最後のほうにユ

ニバーサルデザインということで、そういう人た

ちにやさしいということも含めて、磁気ループな

どもその範疇に入るのではないかなというふうに

私は思いますけれども、どうでしょうか。 

○福祉課長 

 佐藤委員のおっしゃるとおりだと思います。時

間はかかるかもしれませんけども、前進していき

たいというふうに思ってます。 

○佐藤委員 

 基本的方向としては共有できるとこだなという

ふうに思うんです。ただ、それは具体的に費用等

の関係やいろいろあるので、きょう明日できるか

ということは別にしても、しかしながら、この計

画が、総合計画があって、なおこれが５年間の計

画ですか、その中でそうした見通しを立て推進し

ていくということは必要だというふうに私は思う

んです。具体的には实施計画の中というふうにな

ると思いますけれども、この５年間の中でそうし

た点は实現していくような方向をぜひ御検討願い

たいなというふうに思いますけれども、福祉子ど

も部長、一般質問もあって答弁もされたわけです

けど、この点についてもう一度だけお願いしたい

なと思います。 

○福祉子ども部長 

 いろんな施策に関して計画を今回つくらせてい

ただいてます。一般質問でもありました磁気ルー
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プ等まだまだ研究課題というのは多いかなと思っ

てます。先ほどの差別解消についても、やはりこ

この計画の中でもうたわせていただいてますが、

まずは障がいに対する理解が必要不可欠というん

ですか、その辺を理解していただくのが一番大事

かと思っています。 

 先ほど福祉課長も言いましたように、かなり部

会の中でもそういった障がい者個人の方、団体の

方並びに障がい者の方も入っていただいて意見を

言っていただく。今喜ばれているのは、障がい者

の方が意見を言える場所ができてきたということ

だと思っています。今まではこちらの一方的なと

いう話ですが、支援支援という形で言っているん

ですが、本来、本当に障がい者の方たちが何を求

めてみえるかということで、そういった部会の中

に本人さんたち入っていただいた中で協議してい

く中で、そういったので差別解消なり、今後一般

住民の方も理解していただくような形の施策とい

うのを打っていって支援させていただくという形

で、計画についても今後の３月の障がい福祉計画

についてもそうした具体的なものを挙げさせてい

ただくような形でお願いさせていただきたいと思

います。 

○佐藤委員 

 ぜひそうした点も洗い出していただいて、私は

計画の中に、これは基本的な方向の計画でありま

すので、具体的には障がい者福祉計画ということ

になりますので、ぜひ福祉課長のほうでも、今の

点を御検討、盛り込むようにお願いしたいと。 

 もう１点そのことに関して、これは本会議でも

ありましたけども、49ページの就学前の障がいの

ある児童への支援ということで統合保育の中で、

軽・中程度ということがありました。この点も、

この問題は結局实施できるか实施できないかとい

う点にかかわって、この軽・中程度という表現に

なっていると私は理解しますけど、そのような理

解でよろしいでしょうか。 

○子ども課長 

 現在、統合保育ということで軽・中程度で行う

という表現でさせていただいております。それで

实際にはやはり集団保育という中で難しいお子さ

んもいますので、その中でさせていただいている

というのが現状でございます。 

 ただ、軽・中程度という表現はさせていただい

ておりますけども、实際には軽・中程度、重度と

いう具体的な境目はどこにあるか申し上げるのは

難しいのかなと思いますが、私どものほうで手当

のほうで在宅重度障がい児手当を受けていらっし

ゃる方で現在９人の方が知立市のほうにおられま

す。そのうち保育園のほうで６人入園という形で

保育のほうさせていただいております。ですので、

その辺で軽・中軽度という表現はさせていただい

ておりますけども、できるところで、このように

今させていただいておるのが現状でございます。 

○佐藤委員 

 現状はこうした表現はしているものの、受け入

れ可能なものは最大限努力をされているというの

が今の答弁かなというふうに思うんですね。 

 一番最初のところで、私はそうであるとするな

らば、この合理的配慮、これは切れ目のない支援

を行うという点を１つは基本としながら、なおか

つ实際にはそうした子どもを抱えて大変お困りに

なっている保護者の方、また子どもの発達を保障

する、そうした観点から見るときに、この点では

合理的配慮という観点との関係の中で本当にふさ

わしいかと。实態としては最大限努力されている

ということは今の答弁でもわかりましたけれども、

私はそうした点では、ここに軽・中度というもの

の、实態に近いような表現にするべきではないか

というふうに思うんですけどね。 

 この点は一律的に軽・中程度だからといって实

際は９名の方が見えて６名の方を受け入れている

という实態にふさわしい表現が適切なんじゃない

かなというふうに思いますけれども、いずれにし

てもこの合理的配慮との関係の中で、表現はとも

かくとして最大限切れ目のない支援をしていくと

いうことに変わりないということでよろしいでし

ょうか。 

○子ども課長 

 私どものほうでは、先ほど申し上げましたよう
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に集団保育という保育園のほうで行っております

ので、その中で受け入れのできるお子さんという

ことで現在させていただいておりますので、今後

も同じような形でさせていただきたいと思ってお

ります。 

○佐藤委員 

 今の体制の中で受け入れ可能だというのが今の

レベルの話なんですよね。合理的な配慮というこ

とを見た場合には、今の受け入れ体制だけではな

くて、そうした方たちも实際に受け入れるかどう

かは子どもの状態、保護者の状態にかかわるわけ

ですけども、受け皿としてはそうした基本的なス

タンスをしっかりと持つということが、この点の

差別解消法の精神から見て、合理的配慮という観

点から見たときには当然必要だというふうに私は

思うんですけども、今の子ども課長の答弁は最大

限配慮しているというものの、基本的スタンスは

そこに置かなければならないんではないかなとい

うふうに私は思いますけども、福祉子ども部長は

この点、どんな認識ですか。 

○福祉子ども部長 

 今子ども課長が話したとおり、現状については

今言ったような形で重度の方も一部引き受けさせ

ていただくというか、利用していただいていると

いうことなんですが、今佐藤委員の言われるとお

り、今後についてはそういった統合保育という形

の表現をさせていただいております。やはり全て

の希望されるような方については、なるべくなら

そういったところで保育のほうへという形で考え

ていきたいと思っているんですが、職員の関係、

それと施設のバリアフリー等のそういった関係も

ありますので、それについては今後研究しながら、

よりよい統合保育という形で進めさせていただき

たいと思っております。以上です。 

○佐藤委員 

 そういうことで、福祉子ども部長のほうはそう

した点での費用の問題もあるので、踏み込んだ答

弁はできない。ただ、基本的な考え方、スタンス

としては私と認識を共有できるというふうに思い

ますけど、それでよろしいですか。 

○福祉子ども部長 

 そういった形で最大限努力させていただくとい

う形になると思います。 

○佐藤委員 

 林市長にお聞きします。今、子ども課長、福祉

子ども部長も答弁されました切れ目のない支援、

そして差別解消法との合理的配慮、こういう点に

立ったときに、費用もかかるということがあって、

子ども課長、福祉子ども部長は共有はできるとし

たものの、踏み込んではできないと。しかしなが

ら、これらも障がい者計画の中、そして实施計画

の中で、市長として子育て日本一ということを標

榜されておられるわけですので、ぜひ私はそうし

たスタンスに立って努力してほしいなというふう

に思いますけども、市長の認識だけ、この点につ

いてお聞きします。 

○林市長 

 この法律の趣旨に基づき子どもたちのために最

大限努力をしてまいりたいと考えております。 

○佐藤委員 

 認識は共有できるし、努力もされるということ

であります。 

 それでもう１つ、この点でお聞きしたいんです

けれども、41ページの地域生活支援の充实の中で、

中段よりちょっと下に第４期の障がい者福祉計画

にかかわる国の基本方針ということで、施設や精

神病院からの地域生活移行を確实に進めるために

平成29年度に云々と、相談、市町村に最低１カ所

整備することを新たな目標値として設定すること

が盛り込まれていると、この点についての御説明

をいただき、知立市として内容がどういうものか

ということも御説明いただいて、知立市としての

基本的なスタンスはここに盛り込まれているとい

うことで検討ということがありますけど、この辺

のスタンスを含めて御説明を願いたいなと思いま

す。 

○福祉課長 

 これについては、総合的に相談からグループホ

ームからさまざまな事業所を持った一体的な大き

なものを国のほうが提示しておりますので、今検
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討しているのは西三河、知立市が広域圏に入るの

は西三河北部だったかな、ちょっと忘れましたけ

ども、そちらのほうの広域の市で連携して、その

広域の中で平成29年に１つつくるというのを目標

に近隣市との調整を図っている段階でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、今の話だと、そうした精神障がい

者、行き場のないということが、要するに今度の

陳情にも出されてますけど、病院の病床転換して

住宅だということで、地域とは別で、病院の中で

過ごしてもらおうと。今の現状ではそういう部分

があるのかもしれないけど、そういうことではな

くて、できるだけ精神に障がいのある方たちも地

域に戻り生活するということだろうと思うんです

けれども、それはそうした方々の相談、そしてグ

ループホームまで一体ということを言われました

けど、ちょっとイメージが、例えば知的障がい者

のけやきみたいに相談活動もやればグループホー

ムも自分たちでつくりながらそうした受け皿をつ

くって親亡き後のそういうことも見据えた取り組

みをやってますけれども、精神的障がい者の方に

ついて、そういうものを構想し、この西三河の北

部圏というのはどの市が入っているのか今調整を

しているさなかだということを言われたので、そ

このところを御説明願いたいなというふうに思い

ます。 

○福祉課長 

 国のほうが示しているのが、核となる事業所が

大きく相談支援事業だとかグループホームだとか

生活介護事業だとかの複合した施設を育てて、大

きく受けられるような形をとると。一例でいくと

岡崎の愛光園というところがあるんですが、そこ

がそんな形かなと思ってまして、近隣ですと刈谷

市、知立市、碧南市、安城市、高浜市、西尾市ぐ

らいの圏域でやっていくような形になるかと思い

ます。 

○佐藤委員 

 初めて聞いたものですから、そうすると、既に

北部圏の中で調整し、平成29年と言ったら、あっ

という間ですよね。来年、平成28年、29年ですの

で、急ピッチで調整を進め具体化を図っていくと

いう、こういう計画ですかね。 

○福祉課長 

 現实的には、国のほうから示された状態ですの

で、まだ担当レベルでどういうふうな形で対忚し

ていこうかという段階でございます。国のほうが

平成29年にという話になれば、順番を経て協議を

重ねていくことになるかなと思います。 

○佐藤委員 

 わかりました。これからそうした調整を進め具

体化していく、またその進捗についても、これか

ら議会のほうにも逐次お知らせ願いたいというふ

うに思います。 

 それからもう１点お聞きしたいんですけども、

42ページのところで、在宅を支える福祉サービス

の充实ということがありますけれども、具体的な

取り組みということで障がい者福祉サービスの充

实ということがここにあるんですけども、ある方

が身体が４級だという方がおられて、この方は高

齢もあってアパートにお住まいで、生活保護を受

けているようであります。なかなか身体の不自由

さの中で、アパートのお風呂は段差があったり、

そういうことなので、お風呂に入れなくてシャワ

ーしかないということで、この方の望みは湯船に

ゆったりと浸かりたいということなんですけども、

こうしたケースの場合、どこに相談したらいいの

か本人もわからないということですけども、こう

した方を対象にしたサービスというのはどんなも

のがあるんでしょうか。 

○福祉課長 

 障がい者相談支援員に１回面接等していただい

て、福祉サービスを使うために１回障がいの判定

を受けていただくという形になると思います。障

がいの程度に忚じて支給できるサービスが決まっ

てくると思いますので、そういう手続をしていた

だく中で日常生活のプランを立てていただいて、

それで在宅をしていくという形になると思います

が。 

○佐藤委員 

 そうすると、これは私も詳しくないですけども、
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障がい者相談支援員というのは、例えば福祉の里

で、そうした相談支援員が、この方がサービスを

受けたいと、困っているということ、とにかく相

談を受けて、なおかつ今言ったように身体障がい

者４級だというけれども、具体的なサービスを受

けるには判定を受けないかんわけですよね。判定

を受けて、その判定に基づくサービスの内容、い

わゆるケアプランの範囲がどこかということの中

で利用するということですけれども、それは福祉

の里に行って申し込めばいいんですか、これは。

福祉課ですかね。 

○福祉課長 

 その方が65歳以上の高齢になるんですか。高齢

ですと、今度介護保険の形になってくるのもある

ので、障がいですと福祉課でもそれは受付はでき

ます。 

○佐藤委員 

 わかりました。いずれにしても、そうした方も

このプランの中には相談活動だとか在宅サービス

だとか、さまざまあるけれども、そうしたことが

わからない皆さんもまだおられるということが現

实なんですよ。ですから、そうした方がこのネッ

トワークから漏れることのないような対忚を、Ｐ

Ｒすればいいのかどうか、例えばこの方は生活保

護を受給されていると、そうすると生活保護で月

に一遍は基本的に訪問し、生活状況等を見に行く

わけですよね。そうしたところとの連携も、生活

保護を受けているという方の中で、こうして困っ

てるということで、もうちょっと幅広い視野の中

で受給者の生活实態を捉えて必要なサービスを提

供する、相談を受ける、そうした取り組みを私は

やってほしいと思いますけども、ぜひ連携を強め

てほしいなと、縦割りじゃなく。どうでしょうか。 

○福祉課長 

 一忚生活保護等においても今福祉課が目指して

いるのは、生活保護でいけば他法他施策ですので、

その辺は必要ならばつなげていくわけですし、あ

と福祉サービスにおいて一番重要なのは、事業所

だとか関係機関とのネットワークの中で、その人

の１日の生活状況をどれだけ把握できるかという

のが１つのテーマですので、その辺の勉強はしっ

かりしたいというふうに思います。 

 あと、先ほど前回質問があったケースの回答も

よろしいでしょうか。視覚障がい者については13

名の方が登録してるというところでございます。

声の広報は、实施機関は知立市社会福祉協議会で

ございます。 

 あと障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律、これについては目的で第１条に掲げてあ

ることがわかりやすいと思いますので、読まさせ

ていただきます。 

 この法律は障害者基本法の基本的な理念にのっ

とり全ての障害者が障害者でない者と等しく基本

的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜら

れ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利

を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の

解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及

び事業者における障害を理由とする差別を解消す

るための措置等を定めることにより障害を理由と

する差別の解消を推進し、もって全ての国民が障

害の有無によって分け隔てられることなく相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の实

現に資することを目的とするという法律でござい

ます。 

 以上です。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 
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 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第59号について挙手により採決します。 

 議案第59号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第59号 第３期

知立市障がい者計画の策定についての件は原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第60号 知立市子ども・子育て支援事業計

画の策定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 子ども・子育て支援事業計画の中で１点だけ質

問させていただきます。40ページ、ファミリーサ

ポートセンター利用支援事業というふうになって

おりますけれども、これの内容ですけれども、ホ

ームページのほうで調べてみましたら、依頼会員

等いろいろ載っております。实際どれぐらいの方

が今利用されているのか、これが具体的には数字

は出ているんですが、現在、依頼会員が459名、

援助会員が125名、両会員が58名で642名の方が登

録となっているんですが、どのような实態という

か教えてください。 

○子ども課長 

 实際の利用の人数については今手元にございま

せんので、後ほど答えさせていただきたいと思い

ます。 

○高木委員 

 この内容なんですけど、事業内容の中に利用者

負担額の一部を助成する事業というふうに書かれ

ておりますけれども、現在も助成してみえるんで

しょうか。 

○子ども課長 

 今は利用助成は行っておりません。今後はそう

いったものをやっていきたいということでござい

ます。 

○高木委員 

 これは国のほうの補助というのがあるのではな

いでしょうか。 

○子ども課長 

 高木委員のおっしゃられるとおり、国の安心こ

ども基金でしたか緊急確保事業のほうでしたか、

ちょっと忘れましたが、そちらのほうであります

ので、そちらを活用したいということで考えてお

ります。 

○高木委員 

 この利用者負担額半額ということになっており

まして、半額程度国のほうのファミリーサポート

センター事業についてということで、総合援助活

動ということで厚生労働省のほうがしております

けれども、实際この利用者、人数を聞いて、私い

ろいろ思ったんですけども、今１時間600円とい

うことになっておりますね。これは間違いないん

でしょうか。 

○子ども課長 

 今、平日の７時から７時であったと思いますが、

600円ということになっております。 

○高木委員 

 これは対象者というのは、３歳児以上というか

小学生というか、対象は児童クラブというような

こと、保育園へ送迎とかいろんなことが書かれて

いるんですけども、この部分というのは、子育て

の中でもどのぐらいの人を対象に、このファミリ

ーサポートセンターというのは考えればいいんで

しょうか。具体的に何歳以上というか何歳までと

いうか。そして、これには先ほど言われた障がい

児なんかも入ってくるのか、送迎がありますので。

この辺のことは本当に健常な子どもだけでいいの

か、その辺のところをお聞かせください。 

○子ども課長 

 対象年齢としては、ゼロ歳から小学校の６年生

までの児童ということになっております。ですの

で、こちらにつきましては、相互会員のほうで依

頼会員・援助会員という形で双方の会員が見えて

成り立つものですので、そちらのほうでお互いで

できるような方という形になってくるかと思いま

す。 

○高木委員 

 お互いにということで、これは窓口は市役所が
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まとめるわけですか、それとも社会福祉協議会な

のか、それはどちらなんでしょうか。 

○子ども課長 

 こちら、市のほうのファミリーサポートセンタ

ーというのがあります。中央子育て支援センター

を今建設しておりますので、現在、西児童センタ

ー内に設置してございます。そちらのほうで、ま

ず登録をしていただいた方の後に、そちらのほう

が紹介だとかそういうことをさせていただいてお

ります。 

○高木委員 

 中央子育て支援センターのほうがファミリーサ

ポートセンターも入るということで理解しました。 

 １つ、今の半額程度を助成するというこの制度、

本来ならば緊急ということで保育園に子どもを預

けるなら無料でいいんだと、しかしながら今回こ

れでは半額程度やるよということなんですけれど

も、实際どれぐらいまでに目標ということでお聞

かせ願って、私の質問を終わります。 

○子ども課長 

 一忚、今考えているのが、来年度からそういっ

た事業ができればなというふうには考えておりま

す。 

○高木委員 

 平成27年。 

○子ども課長 

 はい。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 まず17ページの基本的な理念というところにつ

いて、読めばわかるわけですけども、この辺につ

いて基本目標も書いてありますけれども、計画を

練り上げてきた担当のところ、思いなどをぜひ語

ってほしいなというふうに思いますけども、どう

でしょうか。 

○子ども課長 

 この計画は、まず子ども・子育て支援法第61条

に基づく子ども・子育て支援事業計画になってお

ります。今回平成24年８月に子ども・子育て関連

３法が制定されました。この３法に基づいて、新

たな子ども・子育て支援の仕組みである子ども・

子育て支援制度が平成27年度から施行されます。

この制度において質の高い幼児期の学校教育、保

育の総合的な提供、保育の量的拡大（教育・保育

の質的改善）、地域の子ども・子育て支援の充实

が目標に掲げられております。関連３法に基づい

て、今言いましたように市町村のほうが策定を義

務づけられております。 

 知立市では平成21年度に次世代育成支援行動後

期計画を策定し、子育てに関する施策を図ってま

いりました。しかし、その後も、尐子化や世帯規

模の縮小といった子育ての環境が変化しておりま

す。そのことを踏まえまして、子ども・子育てに

関する視点を強化して、子どもの健やかな育ち、

保護者の子育てを社会全体で支援する環境を整備

することを目的として今回の計画のほう策定させ

ていただいております。 

 基本理念としましては、17ページにありますよ

うに、友達づくり、まちづくり、未来づくりとい

うものがありまして、この計画には子ども・子育

て支援を充实するに当たって、知立市子ども条例

に定める権利として自分らしく生きる権利、安心

して生きる権利、育つ権利、参加する権利の４つ

を尊重して、保護者を始めとした地域の大人が力

を合わせて子どもたちを支え、子どもにやさしい

まちづくりを推進するという思いを込めたものと

なっております。 

○稲垣委員長 

  ここで10分間休憩します。 

休憩 午前11時00分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時08分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉課長 

 先ほど佐藤委員からの質問の回答で一部訂正が

ありますので、よろしくお願いします。広域圏域

についてなんですが、正式名が西三河南部西でご

ざいます。申しわけございませんでした。 
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○子ども課長 

 先ほど高木委員から御質問の中にありましたフ

ァミリーサポートセンター事業の利用者数でござ

いますが、平成25年度につきましては1,984件で

ございました。 

○佐藤委員 

 13ページから保育サービスの充实ということで

書かれてありまして、次のページに教育・保育の

質の向上と体制の整備というふうにあります。こ

の中で、とりわけ教育・保育体制のあれで、１歳

児に対して１対４という形の基準が１歳児保育の

中やこういう形でうたい込まれてますけれども、

こうした中には認定こども園への移行支援という

ことがありますけれども、この問題で肝心なとこ

ろは公立であれ何であれ１歳児、１対４という形

で取り組まれるということがありますけれども、

認定こども園についても、もしもそうした知立市

でそういうことが進出するという形であれば、当

然格差を持ち込ませないということで、１対４を、

法律は法律としながら知立市としては１対４を認

定こども園等についても、ちゃんと实施させてい

くと、こうした方向を、そうした立場で私は取り

組んでほしいなと思いますけれども、どうでしょ

うか、基本的に。 

○子ども課長 

 １歳児保育事業につきましては、今現在やって

おります１対４という形の配置をさせていただい

ております。目標として今後も継続して实施でき

ますように、新しい事業者にもその都度お話のほ

うさせていただきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 ということは、この認定こども園への移行支援

という中においても、１歳児については１対４と

いうことでいくということですね。 

○子ども課長 

 基本的にはそういうスタンスでお話をさせてい

ただいて進めてまいりたいと思っております。 

○佐藤委員 

 基本的という言葉がつくので、もしもその際に

は基本的外についても容認するということのない

ように、基本的なスタンスを堅持して対忚してほ

しいなというふうに１つは思います。 

 もう１つ、この間についてお聞きしたいわけで

すけども、23ページのところに保育内容の充实と

いうところで、乳児保育のところで産休明けから

の乳児保育事業というような形で載ってるわけで

すけれども、この点についてはどういう内容でし

ょうか。 

○子ども課長 

 乳児保育のところで今後の目標というものが23

ページの記載がございます。その中に第５章、量

の見込みと確保の内容において定めますというも

のがあります。そちらのほうが46ページのほう、

第５章になりますが、そちらのほうにおきまして

記載させていただいております。 

 まず46ページのほう、乳児といいますと、ゼロ

歳児という形になるかと思いますが、現在こちら

の表を見ていただきますと、平成26年度、量の見

込みとして82人、確保の内容として109人という

形になっております。今後、この数字を見ていた

だきますと、Ｂですね、確保の内容として平成28

年度から尐しふえるような形になっております。

これにつきましては、下にありますように確保の

内容として地域型保育事業への事業の参入、民間

の事業者の方の参入を図って確保していきたいと

いうような形の内容でございます。 

○佐藤委員 

 第５章の量の見込みと確保の内容において定め

ますというものの、ここの事業内容は５章のとこ

ろは産休明けからの乳児保育事業という姿は見え

てこないんですよね。産休明けからの乳児保育事

業というのは、ここのところからは、零歳児保育

の数字はいろいろ並んでますけれども、見えてこ

ないと。産休明け保育というのは、公立では４カ

月からですか、实態は現在どうなっていますでし

ょうか。 

○子ども課長 

 １園で４カ月、あとは６カ月以降であったかな

と思います。済みません、また後で、もし違って

ましたら訂正のほうさせていただきたいと思いま
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すけども、そういうふうであったと思います。 

 産休明けという部分でございますが。 

○佐藤委員 

 産休明けからの乳児保育というふうにここに書

いてるので、今は育休をとられる方たちもお見え

であります。しかし、職場によっては育休をとる

ことができないという方たちが見えるわけですよ

ね。産休明けからの育休ということを見ると、８

週から産休明け保育ということになるんだろうと

思うんですけれども、その辺の公立では４カ月か

らということですので、本当に８週からできるの

かということを私は聞いているわけなんです。 

○子ども課長 

 対象年齢ちょっと誤りがありました。申しわけ

ございませんでした。なかよし保育園のほうで８

週間以上ということで行っておりまして、３カ月

以上というところが２園、４カ月以上が３園で、

６カ月以上が６園という形で实施させていただい

ております。 

○佐藤委員 

 ここにあえて産休明けからの乳児保育というこ

とで書かれているわけですね。育休とる人はとも

かくとして、公立では内訳は言われませんでした

けれども、６カ月、４カ月、乳児保育やっていな

いと、そういうことなんですよ。ですから８週か

ら現在はなかよしだけですけども、あえてここに

産休明けからの乳児保育事業ということを書かれ

ておるもんだから、私はこれをほかのところでも

そうした必要とする方にもっと門戸を開いて拡大

していくのかどうかということなんですよね。そ

の辺はどんなお考えで、あえてここ産休明けから

ということを強調されて書いているもんだから、

拡大していくのかなということなんで、必要な人

については。 

○子ども課長 

 現状としては、今ここの園というものを拡大と

いうことはございません。 

○佐藤委員 

 そうすると、今現在はなかよしでこういう形に

なっているわけですけど、ニーズ調査やそういう

ことを、この計画を立てるに当たってやられたと

思うんですけど、一般的には産休とられる方たち

がふえているということがあったにしても、一方

ではそういう人たちも谷間の中におるということ

で、そんなニーズ調査の中ではそういう姿は浮か

び上がってはこなかったんでしょうか。 

○子ども課長 

 調査の計画書の14ページ、こちらのほうに子ど

もが生まれたときの保護者の育児休業取得状況と

いうものがございます。そのときに母親では働い

ていなかった方が51％、父親では取得していない

が91.6％となっております。また取得した、また

は取得中という母親が26.6％、父親が2.3％とな

っております。 

○佐藤委員 

 これだけのことからは、産休明けの８週からと

れるというのは見えてこないわけですけども、尐

なくとも、そうした表記をされてるわけですから、

そうした場合については、現在だとなかよししか

受け入れることができないということになると、

行く保育園自体が限定されるわけですよね。必ず

しもそこに入れるかもわからないというような状

況がある中で、そうした点での検討を進めていた

だいて、もうちょっとそうした谷間におる人たち

の対忚を、これでいいのか、ニーズがないのにや

れということは私は言っているわけではありませ

ん。しかしながら、そうしたこともニーズ調査の

中では見えてこないし、先ほどの具体的計画の中

にも見えてこない。そして、先ほどの答弁は拡大

する考えはないということでありますけれども、

そうした点で、もう尐し検討が要るのではないか

というふうに思います。福祉子ども部長、この点

どうでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 今子ども課長が言いましたように、現況につい

てはまだ体制等が整ってない部分、当然職員等の

配置の関係もあります。その中で答弁させていた

だいております。 

 ただ、計画の中では、ここの文面の中でもニー

ズの変化に忚じた受入体制の整備を図るというふ
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うにうたわせていただいております。当然それに

ついては、今後ニーズを見させていただいて整備

に向かって努力していかないといけないというふ

うに感じております。 

○佐藤委員 

 ということはニーズがあれば、そうした体制を

整えていくという理解でよろしいでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 そういった形の計画をつくらせていただいてお

ります。そのつもりでおります。 

○佐藤委員 

 それで、もう１点伺いたいんですけども、24ペ

ージに認可外保育施設への支援、認可外保育施設

への育成支援として認可保育所の待機利用者に対

して認可保育園並みの保育料になるように補助し

ていくということを言ってますけれども、今この

具体的な計画の中では、地域型保育事業の参入を

図っていくということを一方で具体的な計画の中

でやりながら、一方で認可外保育施設への支援と

いうことがうたわれているので、この辺について

の御説明をお願いしたいなというふうに思います。 

○子ども課長 

 現在、認可外保育施設の支援ということで行っ

ておりますのが、こちらのほうに事業内容で書か

れておりますように、認可保育所の待機による利

用者に対する保育料の補助という形のものでござ

います。 

 それと並行して地域型保育事業者の方が参入し

てくる、また認可外事業者の方がそちらへ参入し

てこられるということも考えられるわけなんです

が、そのときには今度は新制度にのっとりまして、

保育料ですので、市の定める保育料を保護者から

いただいて、また公定価格と保育料の差額のほう

を利用者にお渡しするという制度に変わってまい

ります。ですので、その間、全ての認可外のこう

いった方が地域型保育事業のほうになるというも

のではございませんので、そういったものが並行

していくこともございます。 

○佐藤委員 

 それで、今回条例等で設置基準が定められまし

たけれども、その中において、とりわけ面積や保

育士の配置ということがありますけれども、私、

前にも尐し聞いたと思いますけども、地域型保育

へ移行される、それを見込んでこの計画で、待機

児やそういうことを生まないような対忚がこの計

画の中身になっているわけですけど、一方では地

域型保育への移行がどうなのか、そして認可外と

して引き続き残るということになりますと、認可

外であっても市の委託という関係だというふうに

思いますけども、しかし委託を受けない保育園も

あるということを聞いてますので、その辺も含め

て設置基準、認可外保育の基準というのはどうな

ってるのか、今度家庭的保育なども含めて乳児に

ついては3・3平方メートルというようなこともあ

りますけれども、押しなべてそうした最低基準を

認可であれ地域型保育であれ認可外であれ、そう

した方向に持っていくということが必要ではない

かなというふうに思いますけど、その辺の面積基

準や保育士の配置の基準は、認可外はどういうふ

うになっているのか、その辺はどうでしょうか。 

○子ども課長 

 認可外保育所の児童に対する職員配置というも

のでございますが、乳児については３人に保育士

１人、それから１、２歳児について６人に１人、

３歳児について20人に１人、４歳児以上について

は30人について１人ということになっております。 

○佐藤委員 

 面積はどうでしょうか。 

○子ども課長 

 面積は、こちらについては１人当たり1.65平方

メートルということになっておると思います。 

○佐藤委員 

 確かに現在の中身で、今回はそうした形で地域

型保育をやられているわけですけれども、認可外

であれ、そうじゃないであれ、この格差の解消と

いうことが一番の、もちろん認可外であっても市

の認可を受けて地域型へ移行されるということで

あれば、その保育基準が適用されていくというこ

とになるんですけど、認可外であっても、例えば

１歳児については４対１にするだとか、面積につ
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いても一挙にそれを3.3平方メートルにするだと

か、そういうふうにならないとしても、そうした

ことに向けての支援がないと、实際には認可外の

子どもたちは待機児ということになるわけですの

で、そうした方向も、そこも放置しないで格差の

ない保育を私は目指すべきではないかなというふ

うに思いますけども、その辺はどんなお考えでし

ょうか。 

○子ども課長 

 今申し上げました認可外の基準については県の

基準ということで定められたものでございまして

届け出という形で認可外の場合は实施をされると

いう形になっております。ですので、認可という

ようなものではもともとありませんでした。 

 職員配置のお話でございますけども、これにつ

いては現在、私どもとしては県の基準に合致して

おればということで考えております。 

○佐藤委員 

 この県の基準というのはずっと昔に定められた

基準だということで、現在は昔定められておる基

準を準用してやってるだけというふうに聞いてま

すけれども、そういうことじゃないんですか。 

○子ども課長 

 認可外の基準については県のホームページのほ

うにありまして、これは認可外保育施設の開設を

お考えの方へというところがありまして、その中

に掲載されております。事前にこういった施設だ

とか、そういったところを届け出て開設したもの

の基準に合致しないから、後でハード面、特にお

金をかけて大変なことにならないようにというよ

うな形にならないようということでこういった施

設の部分だとか、そういったものがありまして、

それは佐藤委員のおっしゃったとおり、私のほう

が認識不足かもしれませんが、変わったというよ

うな形ではないと思っております。 

○佐藤委員 

 私はその点で、認可外でありますので、すぐに

できるというふうには思いませんけれども、しか

しながら、基本はやっぱりどこで認可であろうと

市が認可した地域型保育であろうと認可外であろ

うと、子どもを基準にして考えた場合には、保育

士の配置等を含めて格差があっては基本的にはい

けないわけですよね。 

 ですから、私はすぐそれが可能かどうかという

ことは別にして、基本的なスタンス、考え方とし

て、市の取り組みとして、もちろん保育料につい

ては認可保育所並みということが１つありますけ

れども、一方ではそうした点も視野に入れながら、

そうした方向を目指すということがこの計画の中

になければいけないのではないかなというふうに

私は思いますけれども、福祉子ども部長、そうし

た取り組みを、私はぜひ進めてほしいなというふ

うに思いますけども、いかがでしょうか、基本的

な考え方。 

○福祉子ども部長 

 今、佐藤委員の言われるとおり、本来市内で保

育を受けられる方については、それは同等ですか、

同じような条件でというのが本来の形だと思って

おります。特に認可外についても、やはり知立市

の保育の中で待機の関係もあります。その関係で

認可外といえども重要な保育事業でありまして、

それについても当然、今後、地域型、それから認

定保育園、そういった関係もありますが、認可外

についても当然佐藤委員の言われるように同じよ

うな条件に向かってというような形で、それにつ

いては同様の考え方だと思っております。 

○佐藤委員 

 同様の考え方だということでありますので、私

はその点で具体化を図って進めてほしいなという

ふうに思いますけれども、これがすぐに全部でき

るかということはともかくとして、一歩でも前に

進めると、この計画期間中に一歩でも前に進める

と、そういうことでよろしいでしょうか。 

○子ども課長 

 福祉子ども部長が答弁させていただきましたよ

うに、尐しでもそういった方向になるようにでき

たらと思っております。そのためには今の認可外

の方が地域型保育のほうへ移行していただくのが

利用者の方にとっても施設の方にとってもいいの

かなと思いますので、移行支援というものをさせ
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ていただきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 それでも残るところがあるかもしれませんので、

先ほどの福祉子ども部長の答弁のようにお願いし

ておきたいなと。 

 もう１つは、認可外であっても市から委託を受

けてということですけども、委託を受けないとい

う保育園も現实にはあるわけですよね。どうでし

ょうか。 

○子ども課長 

 私ども、今、知立市内で認可外保育所というこ

とで承知しておるのが５つあります。そのうち委

託をさせていただいているのが２園、それから残

りの３園が委託をさせていただいておりません。

１つは病院内の保育所、１つは事業所内保育所と

いうような形のものになっております。 

○佐藤委員 

 さまざまな事情で委託を受けなくても十分やっ

ていけますよということであっても、实際にどの

ような保育をやられているかということについて

は把握をして、もしも基準が劣るようなことであ

れば、そうしたところにもお話をできるだけ引き

上げていくような方向も、どのような方法がある

かということは別にしても、そうした立場に立っ

て指導していくという、委託関係じゃないので指

導ということはふさわしくないかもしれませんけ

れども、引き上げていくような対忚を、ぜひ委託

をしていないからといってエアポケットにならな

いような対忚を私はしてほしいなというふうに思

います。考え方としてはどうでしょうか。 

○子ども課長 

 尐しでもそういった認可外、委託していないと

ころの御相談があれば乗らせていただきたいなと

思います。 

○佐藤委員 

 それでもう１点、先ほどもありましたけれども、

23ページの統合保育、先ほどの答弁でいいという

ことですね。先ほどは障がい者の計画でしたので、

先ほどの答弁どおりでいいということですね。ど

うでしょうか。 

○子ども課長 

 先ほどと同じでございます。 

○佐藤委員 

 ぜひそのようにお願いしたい。 

 それから45ページですけれども、45ページ、46

ページという形がありますけれども、０歳児の見

込み、それから地域型保育も入れて28から０歳児

のところを見ると、この82人というのは平成26年

ということになってますので、これは年間を通し

ての实績ということですか、どうでしょうか。 

○子ども課長 

 これは年間通してではありません。その人数と

いう形でございます。 

○佐藤委員 

 年間を通してじゃないということは、この82と

いうのは、どういう時点のどういう数字かという

ことなんです。 

○子ども課長 

 これをつくりましたときの人数というのが、４

月１日、４月当初の人数というものを、今、知立

市の場合ですと、公立保育園はほとんどのところ

がゼロ歳児と１歳児の一緒の部屋で保育しており

ます。私立園においては、ゼロ歳児と１歳児はそ

れぞれ分かれた形で保育しております。そうしま

すと、国の基準でゼロ歳児と１歳児を分けてする

ようにと計画の中で出ておりましたので、人数に

ついてはそのときの人数を出させていただいてお

りますが、確保の内容については、そういった保

育室の都合もありまして、それをゼロ歳児と１歳

児の利用者に忚じて面積を案分した形で確保の人

数は出させていただいております。 

○佐藤委員 

 それで平成27年ということで、96人というふう

になっていますけど、もう既に来年度の保育の受

付をやられているかなというふうに思いますけれ

ど、96人という数字ありますけども、实際に受付

状況はどういうふうになっているか。 

○子ども課長 

 済みません、まだその集計のほうはできており

ませんので、申しわけございませんがお答えでき
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ません。 

○佐藤委員 

 こういう形で０歳児については、今のところ見

込み量確保、こうしてみると十分足りていますよ

と、こういう中身になっているのかなと。地域型

保育が平成28年からこういう形ですけれども、そ

ういうことだね。 

 それともう１つは、３のところの１、２歳児と

いうことで平成27年については三角の32と、その

後、地域型保育で30、30、30ということで余裕が

ありますよと、こういう形ですけど、この辺ちょ

っと御説明ください。 

○子ども課長 

 今の（２）のゼロ歳児については、その数字、

平成26年はそういった实際の数字というのを出さ

せていただいておるというのが説明させていただ

いたとおりでございます。平成27年度以降につい

ては、具体的な申し込みを受けてやったものでは

なくて、アンケートという手法の中で出てきた数

字でございます。したがいまして、この数字がそ

のままなるかというのは实際に受付してみないと

正直その時点ではわからないというものがござい

ます。 

 （３）のほうの１、２歳児のほうごらんいただ

きますと、量の見込みという部分で平成26年度が

427人、それから平成27年が531人ということで、

ほぼ100人増というような形になっております。

こういったようにアンケートをとって集計した結

果がこういう形になっておりますけれども、本当

にこうなのかというのは、やっぱりふたをあけて

みないと正直わかりません。ですので、一度に

100人ふえるというのも、なかなか私個人の感じ

としてはどうなのかなというのは思っております

が、これはあくまでアンケートをとった結果とい

うことでございます。 

○佐藤委員 

 そういう形ですよね。それから、もう１つは一

番下のところに１、２歳児で、平成28年度以降に

地域型保育事業への事業者の参入を図り必要な量

の確保に努めますということになってますよね。

そうすると１、２歳児でいくと、ふたをあけてみ

なわからんというものの、推定で平成27年は32人

が待機という形になりますよね。この対策はどの

ように考えてますか。 

○子ども課長 

 平成27年度は实際にこのとおりかどうかという

のはわかりませんけれども、その場合には待機と

いう形で、こちらのほうの数には認可外という数

も含まれておりませんので、そういったところで

認可外保育施設のほうを御利用いただいたりとい

うような形でお願いしたいと思っております。 

○佐藤委員 

 そういう認可外でお願いしたいということであ

りますけれども、そういうことを言うならば、先

ほど言った認可外における格差の解消は早急な課

題と、そういうことが言えるんじゃないかなとい

うふうに思うんです。 

 それで地域型保育事業ということで、条例では

国の参酌基準ということで４階まで保育所が認め

られるということですけども、实際の運用に当た

っては、現在はそういうことはないということで

すけども、４階も可能とされる中で、知立市にお

いては条例上はそうですけれども、避難等防災上

の面も含めて、尐なくとも１階、そして最低でも

２階というレベルでとどめるような、具体的には

ないかもしれませんけれども、条例上は確かに参

酌基準でそうなりましたけども、基本的なスタン

ス、考え方としては、そうした対忚を私はぜひし

てほしいなというふうに思いますけども、この点

はどうでしょうか。 

○子ども課長 

 高層階、４階というところでの設置というもの

でございますけれども、これについてはあくまで

条例のほうで定めておりますけれども、それを私

のほうで２階３階に設置しなさいということは正

直申し上げることはできないと思っております。

その際には、そういった避難だとかそういったと

ころの部分について、よく御相談をさせていただ

きながらという形になるのかなと思いますけども、

それは实際にどうなのかというのは、今申された
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とおりわかりません。 

○佐藤委員 

 そういうものが出てきた場合には、内規の中で

そうしたことは認めないような対忚を私はぜひと

ってほしいなというふうに思います。 

 それでもう１つ、この点で聞きますけれども、

待機の関係ではこうした形で０歳児、１、２歳児、

地域型保育の参入、それを入れて平成27年の１、

２歳児はあるものの待機児は基本的にこの中では

ないよということになるわけですよね。 

 本会議の答弁の中で、希望する保育園に入れな

いために实質的な事实上の待機になっているよう

なものもカウントすると、しかし国に対しては待

機はないよという報告の中で、知立市はそういう

ことをやるということを言われましたけども、そ

れは１つは45ページの教育・保育区域の提供とい

うことで、いろいろあって、④のところで明治39

年に知立市合併して以降、歴史的に見ても結びつ

きが十分であることを考慮して全市１つの区域と

すると。これは何といいますか、どうなのかなと

いう表現がありますけれども、そこでお聞きしま

すけれども、全区１区でのメリットやデメリット

は、どういうことで全区１区ということにしてい

るんでしょうか。 

○子ども課長 

 知立市におきましては、この２のほうで、市域

が全体で４キロメートル四方という狭い市域であ

るということ、それからまた保育所も保護者が希

望する園が必ずしもそこで入れるとは限りません

ので、そうした調整をしていく上で、あくまで住

んでみえる近くがいいというお方と、それからそ

のときによって保護者が勤務先に向かう経路途中

の保育園のほうが便利である場合あります。そう

した中で調整をしていくには、全体の中で調整さ

せていただいたほうが保護者にとってもメリット

がある場合があるというふうには考えております。 

 ただ、デメリットということで、必ずしも希望

された方が地域の中で入れる保証もあるわけじゃ

ありませんので、あくまで就労条件等の調整とい

う形で選考を行ってまいりますので、これはデメ

リットじゃございませんね。御希望する第２希望、

第３希望というところで調整させていただいたり

というような形をさせていただいているのが实情

でございまして、デメリット的にはやっぱり近く

でないと本会議のほうでも言われてましたように、

歩きでしか行けないような方が時間がかかる場合

もございますけれども、ただ全体的には車を使わ

れる方が今多くなっておりますので、そういった

中でこういうふうに調整させていただくのが一番

よいのかなと思っております。 

○佐藤委員 

 １つの区域でやるということで待機者もいない、

国に対してはそういうことなんですね。しかしな

がら、本当にそれでいいのかなということも思う

わけです。例えば知立市は子育て支援センターを

中学校区ごとに３つ、今度中央ができて、それぞ

れの中学校区ごとに子育て支援センターというも

のを設置しているわけですよね。さらに介護のほ

うの包括支援センター、現在１カ所しかありませ

んけれども、これについても中学校区ごとが望ま

しいということでやっていて、おおむねそうした

点での基準が中学校ごとというのがほかの点では

示されてそういう方向になってるわけですよね。

そう思うと、保育だけがそれでいいのかという問

題も、もちろん利用者の関係、ニーズもあります

ので、単純ではないですけど、仮にこれを中学校

ごと、もしくは三河線の線路と本線の線路で名鉄

の線で北と南に割ったような２つの区域にすると

いうような場合は、例えば区域を２つに分けてし

まうと、区域を越えて、この区域の人がこちらの

区域に希望される場合もあるわけですね。区域を

分けたらこちらに行くことはかなわないという、

区域を越えての入所はできないということでしょ

うか。どうなんでしょうか。 

○子ども課長 

 あくまで区域設定というのは、その区域の中で

調整をするという考え方の区域設定でございます

ので、ちょっとしたところで生活圏というものの

境目がございます。例えば言われたように電車の

線路で区切った場合に、線路のすぐそばの場合ど
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っちの保育園でもいいんだというような場合もあ

ったりします。ですので、そういった調整をする

区域の設定というものがどうするんだということ

で、それぞれ市町村のほうでするように定められ

ておりますので、知立市としてはそういった利用

される方が選択していく部分での調整をするには

このほうがよいというふうに考えております。 

○佐藤委員 

 私が聞いているのはそうではなくて、例えば知

立市が今は１区で１つでやります。全体の中で調

整が可能だということなんですけど、これを仮に、

例えば２つの区域なりに分けたとしますよね。Ａ

の区域、Ｂの区域があって、Ａの区域に住んでい

る保護者の方が子どもを預けるといった場合、区

域設定をそのようにした場合は、必ずＡに住んで

いればＡの区域の中でしか調整ができないのかと

いうことなんです。Ａの方がいやいやそうはいっ

ても通勤途上でＢの区域の保育園のほうが望まし

いんだというような関係があって、Ａの区域に住

んでいるけれども希望によってＢの区域に行くこ

とはできるのかということなんですよ。 

○子ども課長 

 ちょっとそこは絶対にというお言葉に対しては

申しわけございません、今お答えはできません。 

○佐藤委員 

 １つはなぜそのことを聞くかということなんで

すけども、全区１区でやった場合は待機児は出な

いよということでありました。しかし、区域設定

をすれば、先ほど本会議でもあったように希望の

園に入れなかったという实質的な待機はカウント

はしますよということを言っているわけなので、

区域が狭まれば、そこで入れなければ、確かに可

能であればＡの区域からＢの区域に行ったとした

場合は、入れた人はいいけれども、入れない人の

場合は待機とカウントして国にもそのことが報告

できると思うんですけれども、私はより实態に近

いような報告ができる、なおかつ利用している方

に御不便にならないようなことが可能であるなら

ば、全区１区でなくても２つなりに分けるような

対忚の仕方もあるのではないかなということでお

聞きしているんですけど、その点については。 

○子ども課長 

 あくまで利用調整というものが基本的な区域設

定の考え方でございますので、やはり知立市とし

ては、この市域全体でさせていただくのが望まし

いというふうに考えております。 

○佐藤委員 

 私はさっき言ったように、实質的に希望される

ところに入れないとするならば、きちっと待機児

として、市としてのカウントの仕方ではなくて、

国に対してもちゃんとその实態としてカウントで

きるように区域設定ができないかということを言

っているわけで、その中で、そうした区域設定を

すると、ほかに行けるなら、調整でＡの区域から

Ｂの区域に行ったり、Ｂの人がＡに行ったりが可

能であるならば、そうした区域設定のほうがより

望ましいのではないかなということで、まず１つ

前提は行き来ができるかということがはっきりし

ないとこの議論は成り立たないわけで、その辺は

どうなのかなということを繰り返して大変恐縮で

すけど、お聞きしているんです。 

○子ども課長 

 その部分については、また後ほどお願いしたい

と思います。 

○佐藤委員 

 ぜひ、そういうことが可能であれば、实態とし

て保護者についてそういうことの区域の設定をす

ることによって待機児の数をより实態に近いもの

として明らかにしつつ、保護者の可能であれば行

き来ができるということで調整ができるというこ

とであれば、そのほうが望ましいのではないかと

いうことなんです。 

 もう１つだけお聞きします。48ページ、ここに

学童保育、放課後児童健全育成事業がありますけ

れども、確保の内容ということで、平成28年度に

花山児童センター30名、平成29年度に来迎寺児童

センターの施設整備、40人とあります。一番上に

は、全小学校で实施して必要な量は確保されてお

るということで、２つがネックになってるという

ことですけど、これは平成28年ですので、来年度
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が平成27年ですので、27年、28年ともう既にこれ

は实施計画に上がってないかんという範囲の話で

すけど、来年度には、３年のローリングプランで

すので、平成27年、28年、29年とこれは両方とも

实施計画にのるということですよね。 

○子ども課長 

 この实施計画につきましては、計画の計上はさ

せていただいておりますけれども、現状としては

採択に至っておりません。 

○佐藤委員 

 これは市長が提案しているものですよね、この

議案として正式に出しているものは。担当がさま

ざまなものを集約してこの計画をつくったにして

も、本議会に市長が提案している議案ですよね。

市長が提案している議案の中に、平成28年、29年

という形で、その施設整備ということをうたって

いるわけですので、これは实施計画にまだ採択さ

れていないということを言いましたけれども、市

長みずからが提案している中身なので、当然これ

は实施計画に反映されるというふうに私は理解し

てますけれども、副市長、そういう理解でよろし

いでしょうか。 

○清水副市長 

 計画との整合性でいえば、そういうことでござ

います。 

○佐藤委員 

 市長、そのとおりでよろしいですか。 

○林市長 

 計画の整合性からいうと、そういうとおりでご

ざいます。 

○佐藤委員 

 整合性からいえばそうだけど、实施計画には当

然上げていくという、市長提案ですのでね。これ

は当然实施計画と表裏一体ということなので、そ

ういうことだと私は理解しておきますけど。 

 それで、私はもう１つ、以前の質問の中でもお

聞きしましたけれども、まずこの猶予期間がある

わけですね。６年生まで全学年対忚していくとい

うことで平成32年でしたか、猶予期間があります。

花山については完成すると同時に、ぜひ私はスタ

ートしてほしいなというふうに思いますけれども、

そういうことを含めて、今可能なところは６年生

の受け入れをぜひ私はやってほしいということを

前も提案させていただいて、そしてこの子どもプ

ランをつくる、そういうところで一度検討したい

という答弁もありましたけれども、そうした点で

可能なところはスタートしてもらえるんでしょう

か。 

○子ども課長 

 前回の議会のときに御答弁させていただきまし

たけれども、全部のクラブで一斉にさせていただ

きたいと思っております。 

○稲垣委員長 

 ここで午後１時まで休憩とします。 

休憩 午前11時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後０時57分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○子ども課長 

 先ほど区域を越えて利用できるのかというとこ

ろのことについて、お時間いただきまして申しわ

けございませんでした。この場合、区域を越えて

利用についてはできます。ただ保育提供区域、今

回の区域、これに関しては地域型保育事業の認可

の際に行われる需給調整の判断基準になるという

ものになっておりまして、地域型保育事業者の方

が知立市に出てきたいと、知立市に参入したいと

いう場合に、細かくするとその分、その地域が足

りていれば認可しませんよとか、そういうような

形になってくることがございます。知立市として

は、市全体で需給調整というのもしてまいりたい

と思いますので、１つの区域ということでお願い

したいと思います。 

○佐藤委員 

 新しく参入するところが若干の制限を受けると

いうことはありますけれども、今後、今回はこの

経過でいくということですけれども、区域を越え

て利用できるということであるならば、实態をよ

り反映した待機者の把握等含めて、私はそうした
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点で検討していただきたいなと思います。 

 それともう１つ、学童保育について９月議会で

お聞きしましたけれども、子ども子育て会議の中

で实施できるところから６年生までの入所につい

ては検討したいという答弁もありましたけれども、

検討していただいた結果、先ほどのような答弁と

なっているのでしょうか。この点だけ。 

○子ども課長 

 知立市としては、全体でやってまいりたいとい

う形でさせていただいております。その上で５、

６年生をまた考えていくという形になってきます。 

○佐藤委員 

 私が聞いたのは、子ども子育て会議の中で、そ

のことについて検討したいという答弁があったの

で、そこで検討した上で、全部出そろったときで

なければだめだよということなのか、その点と、

もう１つはこの計画は定めたものの、そうしたこ

とも、この期間中に可能なところからスタートで

きる含みがあるのかどうか、その点だけお聞きし

ます。 

○子ども課長 

 申しわけございませんでした。結果として、先

ほども申し上げたとおり、一斉でさせていただく

ということでございます。それから、この期間、

随時、今後させていただくということに関しても、

今申し上げたとおり、随時ということは現在考え

ておりません。 

○佐藤委員 

 福祉子ども部長、私が聞いたのは、端的に子育

て会議の中で検討もあり得るというような答弁が

前回の９月議会にあったので、そうした上で、今

子ども課長が答えたような答弁となっているのか、

そこだけ確認させてください。 

○福祉子ども部長 

 具体的に子ども会議の中でまだ諮っている形で

はとっておりません。ただ、いろいろな意味もあ

って、花山、来迎寺の関係もありますが、やはり

その辺の整備できた段階の中でやるとしたら一斉

にやっていきたいという感覚でおります。当然そ

れは市の考え方としては、やはり１カ所だけやる

というわけにはいきません。やっぱりやるところ

ができれば、ほかのところも何でやらないんだと

いう話も出てきますし、今のところはそういった

整備のほうが先にやらせていただきながら一斉に

という形で考えさせていただいております。 

○佐藤委員 

 前の答弁は、子ども会議の中で市の考え方はそ

うだということはわかりました。それは９月時点

でも一緒でした。しかしながら、子育て会議の中

で検討したいということを言われたわけですので、

それはなかったなということです。 

 それで、施設が平成29年度中に完成すると。そ

うすると一斉にスタートはいつからですか。 

○子ども課長 

 今福祉子ども部長が申し上げましたように、施

設整備というものが伴って、それからということ

でなっておりますので、現在計画どおりであれば、

来迎寺のほうは平成29年ということになるんです

が、まだちょっとそこら辺まで具体的な形にはな

っておりません。 

○佐藤委員 

 先ほど市長が提案した計画で、計画との整合性

でいけば实施計画はそのとおりだと。だとするな

らば、このところでできるので、計画どおり進ん

だとして、いつからだということは答弁できるん

じゃないですか。 

○福祉子ども部長 

 計画の整合性もありますが、それに合わせてや

っていきたいと思っております。ただ、基本的に

は平成28年度に整備させていただいて、平成29年

度からできるならばということになります。ただ、

そのときのニーズの関係もありますので、どうい

うふうにするかというのは、そこでまた一度研究

させていただきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 何遍もこの話をしたいわけじゃないですけれど

も、計画どおりいけば、それが完成した暁には、

そのときからスタートを切っていくということに

当然なるじゃないですか。確かに猶予期間が以前

であったにしたって、それはそういう目標でいか
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なきゃうそじゃないですか。条例でも定めたわけ

です。 

○福祉子ども部長 

 佐藤委員の言われるとおり、計画どおりの形で

進めさせていただきたいと思っております。一忚、

基本的に花山が平成28年度、来迎寺平成29年度と

いう話になっておりますので、正式にやるのは平

成30年度にはやっていきたいなという感覚で思っ

ております。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○杉山委員 

 ３点ほどお伺いと確認をさせていただきます。

今の21ページの放課後児童クラブ及び放課後子ど

も教室の充实及び連携ということで、放課後の子

どもプラン、居場所づくりということで、もとも

とは放課後児童クラブ、厚生労働省の児童福祉法

においての規定によりまして求められたわけです

けども、今回21ページの最後の部分の今後の目標

ということで、これから平成19年度からこういっ

た放課後子ども教室というものも、当市におかれ

ては７小学校区全て实施しているわけですけれど

も、目標のところにありますが、放課後児童クラ

ブ及び放課後子ども教室、それぞれ７小学校区全

てで实施しているために、新たに両事業を一体型

で实施する、こういった施設を整備する予定はあ

りませんということです。それにおいて、最後に

放課後児童クラブの利用者の希望に忚じて放課後

子ども教室のプログラムに参加することなどの試

行的な实施を検討しますという点について尐し御

説明をお願いいたします。 

○子ども課長 

 今杉山委員がおっしゃられた希望に忚じて放課

後子ども教室のプログラムに参加することという

ところでございますけども、こちらにつきまして

は、夏に放課後子ども総合プランというものが示

されました。そちらにおきまして、まず前段にあ

りましたように未整備地区、そういったクラブだ

とか放課後子ども教室、そういったところにおい

ては一体で整備するというような形が示されてお

ります。知立市におきましては、全て７小学校区、

子ども教室、放課後児童クラブともありますので、

新たに設置することはございませんけども、ただ、

この前、既存のものが引き続き当該实施は可とい

うことがあるんですが、中で、一体でない場合に

おいても事業が、こちらにありますように放課後

子ども教室のプログラムに参加できるようなこと

を考えていくようにというようなことが記載され

ておりますので、それがこちらのほうに載ってお

ります。 

○杉山委員 

 ちょっとのみ込みが悪くて申しわけないんです

けど、そうすると、児童クラブのほうにお子様が

通っていらっしゃって、それで放課後子ども教室

のプログラムにも希望に忚じて参加できるという

ことですか。今も登録されてますし、どちらも人

数それからまた把握されている部分が違いますよ

ね。そういった部分でも可能なことへの实施、試

行的にとありますけれども、そういうこともでき

る可能性が出てくるということですか。 

○子ども課長 

 そうです。現在それぞれの登録というのはかぶ

ってすることはできませんが、このプランのほう

では、児童クラブのお子さんが子ども教室のプロ

グラムに参加するということを考えていくという

中身でございます。ですので、今後それを教育委

員会のほうと、まだ今から検討しますという内容

でございますが、これから教育委員会とそういっ

た内容についてお話をさせていただきたいという

ことでございます。 

○杉山委員 

 きっともう今、縦割りですので、教育委員会、

そしてこちらは国でもそうですよね、文科省と厚

労省ということで、なかなか意見交換も含めて全

体としてのものは見えてきたんですけど、ここに

なってくると、そうするといろんな問題が絡んで

くるので、この後に出てくるように放課後児童の

居場所運営委員会ですか、国でいえば放課後対策

事業の運営委員会の設置、持ってくださいという

ふうに義務づけられておりますけども、そういっ
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たことを持ちながら、連携をしっかりとりながら、

推進の方向へ検討していくという形として読み込

んでよろしいんでしょうか。 

○子ども課長 

 杉山委員がおっしゃりますように、そういった

委員会だとか会議などの検討しておく場合には部

会を立ち上げて問題を解決するために、そういっ

た方向性のものを考えていくということでござい

ます。 

○杉山委員 

 そうすると22ページの今後の目標のところのこ

の設置というのは、いつぐらいのめどとか、そう

いうのももう決まっているんでしょうか。 

○子ども課長 

 設置ということでは、放課後子ども教室と放課

後児童クラブというのは既に存在しています。で

すので、放課後児童クラブのお子さんがプログラ

ムに参加できるようなお話を今後、教育委員会と

させていただきながら、こういう方向で進めてい

きたいということです。 

 委員会については、こういった就学前の教育・

保育関係者会議などの中で必要があればその都度、

部会とかそういったものを立ち上げていきたいと

思っております。 

○杉山委員 

 まだ運営委員会として具体的に名称があったり

とかの形での委員が決まったとか、そういった委

員会の模様は見えてきていないわけですね。 

○子ども課長 

 そのとおりです。 

○杉山委員 

 わかりました。今そういったふうに連携もとり

ながら、そういう方向性ということで、まだ具体

的な部分も含めて、こういった委員会での、とに

かく連携を密にしながら、放課後のお子さんは一

緒なわけですよね、どちらに見えるということも

含めて、いろんな問題もあるかと思いますけども、

そこをきちんととっていただきながら、また明確

な目標が出てきたり、そういった施策が出ました

ら、また教えていただきたいと思います。 

 次に35ページの仕事と子育ての両立の推進とい

うことで、職業生活と家庭生活の両立の推進の中

での項目です。特に１つ目の企業の育児時間、育

児休業、病児看護休暇制度の普及・促進というこ

とで、これは経済課のほうでファミリーフレンド

リー企業の普及・促進等の項目が載っております。

企業へのさまざまな普及促進、そして啓発、子育

てと仕事が両立できる職場環境の整備の促進とい

うことで、うたい文句はとてもすばらしい内容で

もありますし、でも一番大事なこういった尐子化

に対忚する働き手の問題、職場環境ということを

しっかり知立市内の企業にも周知していただくと

いうことなんですけれども、この中で今後の目標

ということで、今後も継続して实施していますと

載っておりましたので、私も今までどういった形

で周知されていたのかなということ、これからだ

けではないということに感じたので、今までも含

めて、今後も含めて、この辺の話をお願いしたい

と思います。 

○経済課長 

 仕事と子育ての職場環境ということで、商工会

を通しましてパンフレット、リーフレット等お配

りさせていただいております。目標としましては、

作業方法や工程を見直したり、使いやすい器具、

設備などを導入することによって、男女とも働き

やすい職場環境を整備したり、また育児・介護休

業等の職場復帰をしやすくするための配慮をする、

また出産や育児による休業などがハンディになら

ないような制度を見直していただくような旨のお

願いをしております。 

○杉山委員 

 商工会を通して企業にこういうことを啓発して

くださいという形でリーフレット、レジュメか何

かお渡ししてお願いしている形だと思うんですけ

れども、もし今までそういう形であれば、今後も

継続しての内容の中にやはり具体性がないと、そ

れから今お願いと合わせて結果をいただくのか、

どういうような形でお願いした部分と、啓発なの

で決して報告義務があるわけでもないんですけど

も、やはりこういったリーフレット、パンフレッ
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トとかいろんなものはいっぱい今でも出ておりま

すし、そういった思いの企業はたくさんいらっし

ゃると思うんですけど、具体的にどういったこと

が状況に上がってくるかということを思うと、市

としての訴えも、企業訪問というわけにはいかな

いと思うんですけれども、もうちょっと周知を具

体的な企業への周知という形で、商工会に任せる

んじゃなくて、そういったようなことができない

んでしょうか。できる可能性ありますか。 

○経済課長 

 それにつきましては、私どものほうでまた商工

会以外の一般的な企業、大手の企業も含めてお話

をさせていただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○杉山委員 

 個々の企業ということで、具体的で申しわけな

いんですけど、やはりそれぐらいでやっと啓発が

できるのかなという实感もありますので、あわせ

てよろしくお願いします。 

 ３点目です。51ページの乳児家庭全戸訪問事業

と、合わせて52ページの養育支援訪問事業の数値

のほうを見させていただいて、まず確認です。乳

児家庭全戸訪問、こんにちは赤ちゃん事業で訪問

されて、その状況、対象者に対して全部訪問され

たという数値だというふうに思います。それから、

この10番目の部分では関係機関からの情報提供に

よって訪問支援を行う必要と思われた方々への訪

問、そしてまた指導、そして支援という形の数字

が出ております。まずこの数字に対して御説明お

願いいたします。 

○健康増進課長 

 乳児家庭全戸訪問事業と養育支援訪問事業につ

いて御説明させていただきます。 

 まず乳児全戸家庭訪問事業につきましては、こ

れは児童福祉法の中で定められておりまして、生

まれた全ての赤ちゃんを４カ月以内に訪問するこ

ととなっております。その中で訪問の結果、生活

状況に問題がある、威服だとかネグレクトの傾向

がある、育児不安がある、そのような方について

は、改めて養育支援訪問事業という形で、主に常

勤の保健師が再度訪問させていただくような形を

とっております。以上です。 

○杉山委員 

 そうすると739戸お邪魔させていただいて、173

戸がこういった形で支援をしていかなくちゃいけ

ないということですね。パーセントが23％ぐらい

ということで、これからも推計としてはそれぐら

いあるんではないかという見込みの数字ですよね。 

○健康増進課長 

 数値につきましては、過去の統計等をもとに

23％、これが伸びていくのか伸びていかないのか

わからないところありますので、今の状況で23％

が推移していくだろうということで、単純に数を

掛けて求めさせていただいております。 

○杉山委員 

 ということは４件に１件は支援というか、養育

の状況を見ていかなくちゃいけないというお家が

いらっしゃるということですよね。ここの中から

事件とか事故には至っていないと思いますし、見

守りが入っていると思うんですけれども、ことし

もやっぱり虐待事件があって、出産の状況とか年

齢とかそういうことによって市町村はちゃんと見

ていたのかというような話も出ていたりもしまし

た。ですから、こんにちは赤ちゃん事業で見てい

くという部分は、関係機関からの情報提供もそう

なんですけれども、今回、市民福祉で視察に行っ

た東京都の清瀬市もホームビジター制度というの

をとっていたんですけど、やはり産まれた後の状

況をずっと継続して見ていくということは、すご

い大事な事業だというふうに思うんですね。だか

ら173件という、見守りですし支援なので、そこ

からすぐに虐待に行くわけではないですけど、必

要だという方がこれだけ多いのかなというのは若

干心配な部分もありますし、ここの部分が本当に

尐なくなって虐待とかネグレクトにならないよう

な形で継続して見ていくということが自治体とし

ては大事だなということを確認いたしましたので、

ぜひここの部分しっかり内容も含めて、今回これ

数字だけなんですけども、これからの数字だけじ

ゃなくて内容の部分もしっかりした事業にしてい
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ただきたいなと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○永田委員 

 尐しだけ質問させていただきます。今回、知立

市子ども・子育て支援事業計画という形で議会の

議決事項になったわけでございますけども、まず

初めにおさらいとして、この次世代育成支援事業

計画ですか、平成26年度まで知立市は続くと思う

んですけども、その背景というか、この子ども・

子育て支援事業計画の整合性について、一度代表

者会で説明あったと思うんですけど、もう一度お

知らせしていただきたいなというふうに思います。

この次世代育成支援法がまだ残るということで、

その辺についての説明もお願いしたいと思います。 

○子ども課長 

 次世代育成対策推進法が平成27年度から36年度

までの10年間延長されました。それに伴いまして

次世代行動計画策定指針の中の母性及び乳児及び

幼児の健康の確保及び増進に関する部分で母子保

健計画の策定という部分が必要になりましたので、

それを今回この計画の中に盛り込んでいくことが

可能だと、いいですよということがありましたの

で、もう策定している最中に出てきましたので、

急遽こちらに盛り込む形になっております。その

部分が19ページのほうに施策体系というものがご

ざいます。中の基本目標の２のところの母子の健

康の確保と増進という項目が今回その次世代育成

行動計画のほうの関係で盛り込んだ部分でござい

ます。その中で安心安全な妊婦・出産の支援、子

どもの健康の確保と育てにくさに対する支援の充

实、思春期保健対策の推進というような形で、こ

の計画の中でに入れさせていただいております。 

○永田委員 

 ありがとうございます。とりわけこの辺が整合

性というか、今後、子ども・子育て支援事業計画

を中心に子供の育成に関する計画を進めていくと

思うんですけども、一忚今のところまだ平成26年

度まで次世代育成支援行動計画が残っているとい

うことだと思うんですけど、今後この次世代支援

行動計画というのはどんなような形になっている

のか、市としてどういうふうに考えているのか、

お知らせいただきたいと思います。 

○子ども課長 

 今回こういった中で子ども・子育て支援事業計

画の中に盛り込むことが可ということでありまし

たので、今回盛り込みさせていただきましたので、

改めて次世代の計画というものは作成の予定はご

ざいません。 

○永田委員 

 林市長がよく言われる子育て環境日本一の計画

が、日本一という公約というか、よく思っている

ことだと、強い思いで言われているとは思うんで

すけども、この総合計画の中でも、この３者の次

世代を担う子どもを豊かにする、育むまちづくり

の中でのこの子ども・子育て支援事業計画だけじ

ゃないですけど、食育推進計画や第２次健康知立

ともだち21も子育てに関することなんであります

けども、中心としては子ども・子育て支援事業計

画というのが非常に重要になってくるんじゃない

かなというふうに、林市長はそういうふうに思っ

ているんじゃないかなというふうに思うんですけ

ど、その辺、市長どうですかね。 

○林市長 

 この計画は、やはり市にとって非常に大事な計

画、とりわけ子ども・子育ての支援をする環境を

しっかりやっていくということで、この計画をつ

くらせていただいたわけでありまして、この計画

がやはり子ども・子育て環境をよくしていくため

の大きな計画という位置づけで事業を進めてまい

りたいというふうに考えております。 

○永田委員 

 その中で、くどいようですけど、子育て環境日

本一を目指す林市長に対して、それに対して私は

別に反対するものではありませんけども、この事

業計画を今回上程して出されたわけでございます

けども、もちろん審議会で子ども・子育て会議の

中で林市長が自信を持って今回もこの事業計画を

出されたと思うんですけども、どんな思いで、ど
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ういった特徴、そしてこれに向けてどういった思

いがあるのかお示しいただきたいというふうに思

います。 

○林市長 

 この計画は、基本的には３本の柱がございます。

１本目は質の高い幼児期の学校教育・保育の総合

的な提供というのが１本目の柱であります。２つ

目の柱が保育の量的拡大・確保、教育・保育の質

的改善というのが２つ目の柱。そして３つ目が地

域の子ども・子育て支援の拡充、充实ということ、

そうした柱のもとにやっているわけであります。 

 基本理念は17ページにも書かせていただいてお

ります。その中で後段の部分でありますけれども、

子ども・子育て支援は保護者の育児を肩がわりす

るものではなく、地域や社会が保護者に寄り添い、

そして子育てに対する不安や負担、孤立感を和ら

げるなどの支援をしながら、みずから子育ての責

任、権利を享受することが可能になるようにして

いくということで、まさしく自助、共助を公助の

部分で助けていく、支援をしていくということが

忘れてはいけないな、そこら辺をしっかりとこれ

からも行政として訴えていくということが大事な

ことかなというふうに考えております。 

○永田委員 

 本会議質疑の中でも総合計画に関しての林市長

じゃなくてこの計画自体、夢がないとかよう言わ

れた、そういった指摘もあったと思うんですけど

も、これは５年間の計画で、計画の目標だとか、

そういうのも書いてあるわけでございますけども、

特徴が何かあるかといえば、コンサルタントに近

いイメージもないわけでもないんですけども、計

画に当たって、ちょっとおさらいさせていただく

んですけども、どういった流れでこの計画自体が

つくられたのか、その辺、担当部局お願いしたい

と思います。 

○子ども課長 

 こちらのほう策定については支援法だというこ

とで申し上げましたが、この中身については、確

かにおっしゃられたようにコンサルを入れており

ます。それで、まずたたき台となるもの、次世代

行動計画のものであったりを盛り込んで、まずた

たき台というものをつくりました。それを子ど

も・子育て会議の委員の皆様にお示ししながら、

その都度、毎回いろんな意見をいただきながら、

あれが足りないんじゃないか、これが足りないん

じゃないかというようなことがありまして、いろ

いろ中に盛り込む形で現在の形になってきたわけ

でございまして、例えば初め、その中には子ども

条例のことの関係で、そういったようなことがな

かったりとかというのが一番最初にもありました。

そういった中で１つの例として言いますと、そう

いったものが形に入ってきたりというような形で

今の形になりました。 

○永田委員 

 ありがとうございます。もちろん基本的なこと

はコンサルタントに任せた上での素案の素案が出

されたということで、それはわかりました。 

 10月16日から29日までパブリックコメントを開

いてると思います。８月８日の水曜日にも子ど

も・子育て会議を開催した。その内容は、主にこ

の支援事業計画の中身だと思うんですけども、

我々議会も御意見も出していただいたということ

で、まずパブリックコメントの中で、どういった

御意見があったのかお示しいただきたいというよ

うに思います。 

○子ども課長 

 パブリックコメントは10月16日から29日までの

期間で行わせていただきました。その中でいただ

いた意見というものが、まず貧困格差の世代間連

鎖を防ぐための希望する誰もが小学校入学前まで

に学習できる環境を整えるなど経済的な格差によ

って教育格差が生じないような仕組みがあるとい

いということですとか、これは済みません、募集

結果のついているものになってしまうんですが、

それからシングルマザー・シングルファーザーや

これから結婚して子どもを育てる人たちが何の不

安もなく子育てができるように、尐子高齢化を防

ぐためにも必要であるよというようなことの御意

見的な部分と、それからあと５歳児健診の提案で

すとか認可外保育施設の支援、それから育児休業
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を取得している方の入所に対する御意見、それか

らガイドブック作成について多言語のものも要る

んではないかということ、それから保健師巡回指

導事業の今後の目標について地域型保育事業にお

いても实施してほしいということ、それから認可

外保育施設への支援として認可保育所の待機をし

ている利用者のみでなく全ての利用者に対する補

助をしてほしい。それから今後参入してくる小規

模保育事業に対して１歳児保育事業への１対４の

保育士の配置の問題、それから統合保育の問題、

提供区域の設定ということについて御意見をいた

だきました。 

○永田委員 

 たくさん御意見をいただいて、それが全部この

計画に反映できるかといったらそうではないとは

思うんですけども、御意見をいろいろと考慮しな

がら、配慮しながら实施計画や何かに盛り込んで

いくと思うんですけども、この子育て支援事業計

画の中、私も何度か読ませていただいて、無難に

まとまっとるなというような感じもあります。 

 ただし、これが５年計画の中で、どういった知

立市の子育て事業になるのかなといったら、なか

なか想像できにくいところもありますし、夢のあ

る事業計画であればなというふうに思わせていた

だいたわけでございますけども、实施できるよう

しっかりとやっていただきたいと思いますし、ま

た、これについても次期の計画に至るまでの主要

課題、そういったものも踏まえてやっていただけ

ればというふうに思っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。私は以上で終わります。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第60号について挙手により採決します。 

 議案第60号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第60号 知立市

子ども・子育て支援事業計画の策定についての件

は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第61号 第２次健康知立ともだち21計画の

策定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 １点質問させていただきます。この知立健康と

もだち21計画なんですけども、40ページ、そして

47ページでは8020運動というふうに書かれており、

55ページでは40歳から74歳までが循環器の疾病と

いうことで対象になっております。この知立市の

健康ともだち21計画、75歳以上の方に対してはど

のように計画に盛り込まれているのか、その辺の

ところがちょっと見えないような気がするんです

けど、御説明ください。 

○健康増進課長 

 75歳以上の方の健康増進についての御質問とい

うふうにお伺いしました。計画としてはあくまで

も生まれてから最期、お年寄りまでの全ての方を

網羅する計画ということでさせていただいており

ます。ただし、重点がどうしても中高年の方以上

のメタボリック対策というところに厚く当たって

いることは間違いないというふうに考えておりま

す。 

 高齢者につきましても、高齢者計画等ございま

すので、細かいほうをそちらのほうに譲りまして、

高齢者になっても健康でいられるように中高年の

うちに健康づくりをしっかりやっていこうという
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ことであります。 

 また、高齢者につきましてもロコモティブシン

ドロームの問題とか高齢者に必要な問題を逐次取

り上げて、記入のほうはさせていただいていると

考えております。 

○高木委員 

 といいますと、第２次の健康知立ともだち21計

画の中には、健康寿命を延ばそうとかいろんなこ

とが載っていますけれども、具体的には75歳以上

の方に対してのことは省こうと、高齢者福祉のほ

うに入れていこうと、そんなふうな考えというこ

とでしょうか。 

○健康増進課長 

 決してそのようなことではないのですが、国の

健康日本21計画、そちらのほうもやはり中高年の

方のメタボリック対策を中心に厚くした計画にな

っておりますので、ライフステージ全部拾いつつ、

中高年の方につきましてもライフステージ別のこ

とであるとか、いろんなとこで記載をさせていた

だく中で、厚い部分がメタボ対策のような形にな

っていることは間違いないというふうに考えてお

ります。 

○高木委員 

 国のほうの方針はそうですけども、特定疾患の

数からいって75歳以下の人しかアンケートがとら

れてなかったということでこの数字が出てきてい

るんでしょうか。この評価というか、このような

方針が出てきているんでしょうか。 

○健康増進課長 

 資料といたしまして、アンケートのほうも使っ

ておりますし、あと特定健診の資料も使っており

ますが、そちらのほうが厚く使われておるという

ことは間違いないです。 

○高木委員 

 知立市、75歳以上の方も非常に多くお見えにな

ると思いますので、健康づくりということで、と

もだち21計画、高齢者ということで特定はされて

いないようですけども、よろしく健康づくり、保

健センターやっていただきたいと思います。 

 次に64ページですけども、周知活動戦略の中に

①健康づくり忚援キャラクター、かっきー、保健

センターはかっきーちゃんでやってみるんですけ

ども、今はちりゅっぴ、知立市としてはこれから

活用するんですけども、かっきーちゃんかちりゅ

っぴちゃんかということで、どんなふうに考えて

みえるんでしょうか。 

○健康増進課長 

 確かに、ちりゅっぴちゃん誕生いたしましたが、

そのことによって各課のキャラクターを使っては

いけないというふうには聞いておりませんので、

かっきーについてはこれからも健康づくり忚援キ

ャラクターとして活躍してもらうと考えておりま

す。ただし、ちりゅっぴですか、非常に評判がい

いもんですから、これからはコラボのような形で、

かっきーとちりゅっぴのＱ＆Ａみたいな感じで使

えたらいいなというようなことも考えております。 

○高木委員 

 ぜひそうしていただいて、かっきーちゃん、ず

っとですけど、かっきーちゃんかちりゅっぴかと

いったら、やっぱり知立市はちりゅっぴでやって

いかないと何か変だぞというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

 それから④、先回説明のときにも聞きましたけ

ど、健康マイレイジ事業なんですけども、具体的

に知立市としては決まったのでしょうか。その辺

のところお伺いします。 

○健康増進課長 

 今、予算査定の段階でありますが、平成27年度

中の实施に向け予算の要求はさせていただいてお

るところであります。 

○高木委員 

 予算査定ということなんですけど、予算はどれ

ぐらい要るというか、必要なんでしょうか。 

○健康増進課長 

 ちょっとまだ予算査定中でありますので、額ま

では御容赦いただきたいんですが、何百万も要る

事業ではありません。100万円未満で、ささやか

な記念品程度をお配りできたらなというふうに今

は考えております。 

○高木委員 
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 副市長、これはうまく予算を計上して通ってい

くものか、このように書かれておりますので、他

市も知立市、愛知県もやっているところがあると

思いますので、よろしく御回答をお願いいたしま

す。 

○清水副市長 

 愛知県が实施していますそういった事業とタッ

グを組むというか、一緒にやっていくということ

でございますので、この計画を進めるために欠か

せない事業だというふうに考えております。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 この計画の15ページをお願いしたいんですけど

も、死亡の状況というところがありますけれども、

死亡数、死亡率の推移ということで、知立市は愛

知県、全国に比べて6.4％と、平成25年度が。そ

ういう形で低くなってますけども、これは単純に

高齢化率の関係があって、単純な比較はできない

と思いますけども、そうはいっても全国や愛知県

に比べて低いような状況ですけど、この辺につい

てどういうことが言えるのかなということをひと

つ御説明ください。 

○健康増進課長 

 これにつきましては、単純に知立市が若いまち

であるということに尽きるというふうに考えてお

ります。 

○佐藤委員 

 そういうことだろうと思いますけれども、それ

でもう１つ、下のところに死因別死亡割合という

ことでありますけれども、ここにはがんの割合が

最も高く、愛知県、全国比較すると知立市は脳血

管疾患割合が高いと、こういうことが言われてま

す。この間、市民かどうかはわかりませんけれど

も、職員の中においても最近、相次いでがんで残

念ながら亡くなるという事態がありますけれども、

この辺について御説明を願いたいなと思います。 

○健康増進課長 

 がんについては、全国的にも死因のナンバーワ

ンであります。今、大体がんについては２人に１

人の方ががんにかかり、３人に１人の方ががんで

亡くなるというふうに言われております。これも

高齢化社会と関係があると思います。年をとりま

すと、細胞の関係、どうしてもがんにかかりやす

くなるということがあり、がんの罹患率は全国に

おいても知立市においても高くなっております。

職員については、本当に残念でならない気持ちは

持っております。 

○佐藤委員 

 それで、もう１つここでお聞きしたいんですけ

ど、このグラフが読み取りにくいんですけど、こ

の中には自殺というものがありますけれども、こ

の自殺というのは、知立市はどこのところが自殺

に当たるんでしょうか。 

○健康増進課長 

 自殺についてですが、この表では非常に見にく

い形になっておりまして申しわけないと思ってお

ります。平成24年度で1.6ですね。大体20人前後

の方が自殺で亡くなっておりまして、全国と比べ

ても、やや高いのかなというふうに考えてはおり

ます。 

○佐藤委員 

 私も1.6じゃないかなというふうに思いました

けれども、愛知県では1.0ですね。全国では1.2と。

絶対数でどうのこうのということはともかくとし

て、1.6というのはちょっと全国、愛知から飛び

抜けた数字だなというふうに私は实感しています

けれども、最近は、もちろん自殺の原因はさまざ

まありますけれども、心の健康の問題だとか経済

的に行き詰まってとか、さまざまあると思います

けど、これらの自殺の原因の分析などはやられて

おりますでしょうか。そうした中で、これは健康

知立ともだちということですので、心の健康やそ

ういうことを推進していく取り組みに具体的に反

映されないかんというふうに思うわけですけれど

も、その辺はどうでしょうか。 

○健康増進課長 

 具体的な数字は持っておりませんが、健康問題

から自殺される方が一番多かったというふうに記

憶しております。自殺を減らしていくために、心
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の体温計とかいろんな行事をやっておりまして、

これからも自殺対策、心の対策については21計画

の推進の中でしっかりやっていきたいと考えてお

ります。 

○佐藤委員 

 自殺対策については、全国的にも非常に年間３

万人ぐらい自殺されるということで、国のほうで

もそうした対策ということが言われますけど、こ

れは個人のプライバシーとの関係の中でなかなか

实効性と見えにくい状況かなというふうに思いま

すけれども、いずれにしても、全国に比べて知立

市は高いということになりますと、そうした点で

具体的な対策が必要だというふうに私も思うんで

す、具体的に提案できませんけれども。 

 それともう１つは、今健康増進課長のほうから

病気で自殺に至るケースがあると、それが多いと

いうようなことを言われました。そこで私、お聞

きしたいのは、病気にはさまざまありますけども、

55ページ、ここに重点的な取り組みという形で数

値目標が現在値と、それから10年計画ですので10

年後の目標値というものが定められております。 

 いずれにしても、例えば胃がんについても現状

の検診率が7.7％、それから肺がん7.2％、乳がん

についても一般的には17.2％、こういう数字がい

ろいろありますけれども、これは愛知県や近隣市

と比べてどういう状況になっているのか。私ども

が先ほどの死亡原因別のところの愛知県、それか

ら全国というような形であって比較ができるわけ

ですけど、これについて、知立市の検診の状況が

目標値はそれぞれ10年後ありますけれども、現在

値の中で实際に他市やそういうところと比べたと

きに、どの位置にあるのか、そのことを通じて知

立市のおくれている問題は何かということも見え

てくるんだろうというふうに私は思いますけど、

この計画策定に当たっては、そうした比較検討も

されたんでしょうか。 

○健康増進課長 

 がん検診の受診率についての御質問ですが、残

念ながら知立市、どのがん検診についても他市よ

り、愛知県平均よりも低い形になっております。

原因はいろいろあるとは思うんですが、例えば大

きい総合病院がなくてなかなか受診がしにくい等

いろいろあるとは思います。それらを解決すべく

一つ一つ取り組んでおります。特に肺がん等、非

常に愛知県でも下から何番目というところにあり

ましたので、そこについても予算査定の中で対象

年齢を上げてもらう等の工夫で上げれるものは上

げていきたいというふうに考えております。受診

率について、簡単に上げれる方法というのはない

と思いますが、個別の受診勧奨であるとか受けや

すい体制とか方法を整備するとかいう形で尐しで

も今後上げていけたらというふうに考えておりま

す。 

○佐藤委員 

 それで、ここにはこういう形になってますけど

も、私ども議会にも県平均だとか近隣の医療圏の

中でどういう状況にあるのか等を含めて、全国の

ことも含めて、そういう資料を私どももいただき

たいなというふうに思うんです。どうでしょうか。 

○健康増進課長 

 県との単純な比較については50ページ以降若干

載っておるわけですが、それより細かい資料が必

要ということでありますれば、またそちらのほう

も用意して配付させていただきたいなと思います。 

○佐藤委員 

 ぜひお願いしたいなというふうに思うんです。

やはりそうした点で、全般的に近隣や県の平均値

から比べると全体的に低いと、全てそうかわかり

ませんけど、低いということですけれども、そう

した点で資料出していただくと同時に、それを10

年かけてこの目標値にこれらの計画をやっていく、

引き上げていく、そして改善していくと。検診ば

かりじゃなくて、その疾病予防等含めてやってい

くということだろうというふうに思うんです。 

 それで自治体キャラバンのときに乳がんについ

て検診率が低いねというお話がありました。知立

市の場合は、乳がん検診はどんな形でやられてい

るんでしょうか。たしか１カ所だけという話も聞

いてますけども、どんな状況でしょうか。 

○健康増進課長 
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 乳がん検診についてでありますが、市内で乳が

ん検診をやっていただける病院・医院は今のとこ

ろございません。そのため安城市の病院に今現在

委託をお願いしているという状況になっています。 

○佐藤委員 

 乳がんに限らずですけれども、特に乳がんはそ

ういうことなんだろうと思いますけど、もう尐し

御婦人の方々が乳がんの死亡割合、結構女性の場

合高いわけですので、そうしてみると１カ所しか

ないということになりますと、大変時間や利便性

を考えると現状にはふさわしくない状況だと思う

んです。ですから、私はそこのところに限らず、

もっとたくさん近隣あると思いますので、ぜひふ

やして、そうした早期発見をして死亡につながら

ないという状況をつくってほしいと思いますけれ

ども、近隣はないんですかね。ぜひ私はふやして

ほしいなというふうに思いますけど。 

○健康増進課長 

 私も個人的には、いろんな他市の病院に頼んで

いけたらいいなという思いは強くあります。ただ

し、医師会との関係もありますんで、今後調整し

ながら検討していきたいというふうに考えており

ます。 

○佐藤委員 

 もちろん医師会との関係はあって、どういう関

係かということはよくわかりませんけれども、大

切なのは検診に多くの人々が、御婦人の方々が参

加していただいて、何もなければ一番いいわけで

すし、早期発見で本当に命を失わない、そうした

取り組みが必要なわけで、医師会との関係がある

にしても、何よりも命が大切という立場で、もう

ちょっと箇所地をふやして、この計画の中で、10

年計画でありますけども、早期に対忚していただ

きたいなと私は思うんですけども、その点どうで

しょうか。 

○健康増進課長 

 発言については大変重く受けとめさせていただ

きますが、できるかできないかを含めて今後検討

させていただきます。 

○佐藤委員 

 できるかできないか、何が問題でそうなってい

るのかちょっと私はわかりませんけれども、尐な

くとも、そうした体制をとるべきだなというふう

に思うんです。問題はあるかもしれませんけれど

も、何が問題で、解決しなければそれができない

のか、私わかりませんので、問題があったら明ら

かにしていただいて、そして保険健康部長、やっ

ぱりさっき言ったように、せっかくこういう計画

をつくって目標値も引き上げてということですけ

れども、具体的に早期にそうした検診できるとこ

ろを広げていくという取り組みがないと、計画自

体は立派な計画になっていても实効が伴わないと

いうではいかんので、そこは早急に詰めていただ

いて、拡大してほしいなというふうに思いますけ

ども、どうでしょうか。 

○保険健康部長 

 佐藤委員御指摘の受診機関の拡大等につきまし

ては、先ほども健康増進課長が申しましたように、

その機関の受け入れ先等、医師会等々の調整等も

図りながら研究したいと思っております。 

○佐藤委員 

 検討ではなくて、検討した上で早期に实施を私

はしてほしいと思っているんですよ。ですから具

体的に、ぜひ問題解決をしていただいて实施機関

をふやしてもらいたいんです。そういう目標で取

り組んでもらいたいんです。 

 副市長、今いろいろ問題はあろうかと思います。

私わかりません、その問題は。しかしながら、こ

の受診率の低さやそういうことを見ますと、一刻

も早く受診できる機関をふやしてもらうというこ

とが求められていると思いますので、ぜひお願い

したいなというふうに思います。 

○清水副市長 

 この乳がん検診については、先ほど健康増進課

長が言いました51ページに愛知県と知立市の受診

率の比較があります。愛知県は平成24年度12.3％、

知立市が11.5％ということで尐し開きがあるかな

というふうに思うわけであります。知立市の現状

は、この知立の健康を見ましても乳がん検診、集

団検診として年20回、また今言いました指定医療
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機関で受けていただくと、これ期間が定められて

いるようでございますけども、今の現状では６月

から２月という期間にもなっているようでござい

ますので、こういったものの拡大ができるのかと

か、先ほど御指摘の指定医療機関が複数にできる

のかというようなこと、いろいろな手だてを講じ

る必要があると思いますし、またもう１つは、や

はり愛知県においても12.3％ということで決して

高くない数字だということになりますと、やはり

それぞれの方のそういった意識というものもしっ

かり訴えて、その必要性を理解していただくとい

うことも大事なことだと思っておりますので、そ

の辺もあわせて今後しっかり取り組んでまいりた

いというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 いずれにしましても、これ10年計画の長いスパ

ンの計画で、それぞれ目標は40％とか、こういう

ふうになっておりますけれども、そうした意味合

いでは受診機会の拡大、今副市長が言われたとお

り、個人の意識の問題もあるんですよね。幾ら通

知来ても大丈夫だよと言ってやらない方も見える

ということだろうというふうに思いますけども、

いずれにしても、そうした点ではこの計画を推進

していく上で本当にそうしたＰＲを含めて強力に

進めてほしいなということであります。ぜひそう

した点でお願いしたいなということであります。 

○保険健康部長 

 この計画の目標数値、10年という長い期間の計

画でございますが、それに向かって、その計画を

实施できるような形で考えていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○三宅委員 

 小さなことでございますけど、行政の取り組み

ということで、29ページで健康推進員、食育改善

推進員などの栄養・食生活に関する取り組みを行

うボランティアを育成支援しますという、今後も

また今の同じような支援をしていくような段階で

すかね。ここら辺をちょっと説明いただきたいで

すけど。 

○健康増進課長 

 健康推進員の方については、ただいまちょうど

育成の真っ最中でございます。今後につきまして

も育成支援のほう力を入れていきまして、この制

度がしっかり地域に根づいて、市民の皆様の健康

づくりにお役に立ちますよう努めていきたいとい

うふうに考えています。 

○三宅委員 

 こういう健康推進員の役目、役をやられる方の

現状というのはつかんでみえますかね。 

○健康増進課長 

 皆さん大変な思いをしている方が多いというこ

とは知っておりますし、若い方が尐なくて年配の

方が区長から頼まれて嫌々とかいう方も結構おる

ということは聞いております。大変な思いをして

いただいているという点も理解しておるつもりで

す。 

○三宅委員 

 先月、健康推進員の方から聞きまして、健康増

進課長のほうに行きまして要望させてもらったん

ですけど、未来をつくるなら若い方がボランティ

アになれるような仕組みを入れてもらいたいんで

すけど、どうですかね。 

○健康増進課長 

 健康増進課としても若い健康推進員は大歓迎で

す。ただし、やはり仕事等忙しいというところが

あり、なかなかなっていただき手がないのかなと

いうふうには考えております。その辺のところを

何とか若い方にもやっていただけるように今後い

ろいろな工夫をしていきたいというふうに考えて

おります。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終
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わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第61号について挙手により採決します。 

 議案第61号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第61号 第２次

健康知立ともだち21計画の策定についての件は原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後２時03分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時13分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○健康増進課長 

 申しわけございません。１点訂正のほうさせて

いただきます。死因別死亡割合、ページで言いま

すと15ページをお開きください。先ほど自殺者の

方の率1.6％ということで報告させていただいた

んですが、平成24年度、自殺者19人、死亡総数

446人で、割り返しますと4.3％が自殺による死亡

ということになります。グラフ等大変見にくく申

しわけありませんでした。グラフのほうは、また

見やすい形で印刷のほうさせていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○稲垣委員長 

 議案第67号 知立市かとれあワークス条例の一

部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 かとれあワークス条例の参考資料のほう見せて

いただきまして、この条例ですけれども、かとれ

あワークスが今後、今の条例ですと、この中には

就業する意欲があるということが入っておるんで

すけれども、今回のこの事業内容を見ますと、こ

の中は社会との交流促進そして厚生労働省で定め

る便宜を供与するというようなことで書かれてお

りますけれども、このかとれあワークスが地域活

動支援センター３ということになって趣旨が変わ

ってきたというふうに解釈するんですが、その辺

のところを説明お願いいたします。 

○福祉課長 

 今回の条例改正において、かとれあワークスは

精神障がい者の社会復帰の促進と就労に向けた訓

練等を行う事業所から地域活動支援センターに移

行させるというところがポイントでございまして、

知立市内の事業所においては就労支援事業所ＡＢ

という事業所がかなりの数できてきたので、要は

ひきこもり等から、家庭からまず第一歩を踏み出

せる場所という形で、地域活動支援センターとし

てかとれあワークスを指定することによって事業

所運営をしていきたいということで、このような

形にさせていただきました。 

○高木委員 

 そうしますと、今の話にありましたように知立

市としてはこの地域活動支援センター３型という

んですかね、これは初めてというふうでしょうか。 

○福祉課長 

 地域活動支援センター２型という形で福祉の里

八ツ田で事前に運営しておりますが、地域活動支

援センター３型は初めてになります。 

○高木委員 

 この３型で、今回のこの条例を見ていきますと、

利用定員、かとれあワークスの利用定員は20名と

するというふうになっておりますが、３型に占め

ます厚労省ですと10名以上という言葉に書かれて

いるんですけれども、知立市、20名というふうに

なっているんですよ。この辺はどのように、教え

てください。 

○福祉課長 

 現在かとれあワークスの登録者22名いらっしゃ

いますけれども、实際は８名から９名の利用でご

ざいまして、なかなか10名には届いていないのが

現状でございます。地域活動支援センター３型の
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最低ラインが10名でございますので、それを超え

ていただくような形での運営を今後お願いしてお

ります。 

○高木委員 

 知的障がい者の方も含まれるよということで、

現在知的障がいの方も市のほうとしては把握して

みえると思うんですけども、この登録に関しまし

ては市長が許可をするというふうになってくるよ

うですけれども、大体何人ぐらいのまずは登録と

いうふうに思ってみえますでしょうか。 

○福祉課長 

 現在１名の方が療育のＢの方が使用されており

ます。市としては知的障がい者を多く入れるとい

う意向はございません。それは生活介護支援事業

所がここ平成26年、27年という形で計画的に開所

する予定でございますので、あえて知的障がい者

のためにかとれあワークスの門を開けたわけでは

ございません。 

 基本的には精神障がい者のみを対象ということ

で鬱病、統合失調など病気の方が気軽に通える場

所として運営してきたんですが、今回知的障がい

者、知能指数一定基準以下の方も対象とするのは

精神障がい者の方と知的障がい者の境目は曖昧で

重なる部分があり、知的障がい者の方でも日常生

活にそれほど支障がないという判断のもと精神障

がい者の方と一緒に活動することが可能だと考え

たのが理由でございます。 

○高木委員 

 この地域活動支援センターに関しましては、自

分で通えなければならないという条件があり、今

お話になられたように、やはり知能指数もいろん

な段階があると思うもんですから、ここで、今は

いっぱい来ていても８名ぐらいだよというふうで、

正規の職員が２人お見えになるんですけれども、

今後の方針としては、やはり人数が今よりもふえ

ていくだろうということで職員体制、それはどの

ように考えておられるんでしょうか。 

○福祉課長 

 職員体制は、施設長１人の正規職員２名、臨時

職員３名という形になる予定でございます。 

○高木委員 

 これから地域活動支援センターのほうに通うと

いうか通所できる方たちを見つけ出す、もちろん

療育のお医者にお願いされる、そして社協のほう

等にお願いすると思うんですけれども、知立市と

して具体的にこんなふうにしてひきこもりの方た

ちを引きずり出すんだよという手だてを１つだけ

教えていただいて私の質問閉じたいと思います。 

○福祉課長 

 障がい者計画との関連があるんですが、障がい

者計画の部会でこころの健康支援ネットワークと

いう部会を設置しております。その委員のメンバ

ーにはかとれあワークスの施設長を部会長として、

かとれあ家族会の代表の方、刈谷病院の地域連携

室、障がい者相談支援員、衣浦東部保健所及び福

祉課の保健師、健康増進課の保健師でチームを組

んでいただいて、いろいろ心の相談等の事業につ

いての話し合いをしていただいています。一忚目

標としては平成27年に生活困窮者自立支援事業を

社会福祉協議会のほうに委託する予定でございま

して、その中でひきこもりり対策というのが重点

課題となっております。 

 ベースとしては、今言ったこころの健康支援ネ

ットワークをベースで、そこでいろいろ検討して

いただいて、ひきこもりの把握は实験的に平成25

年12月に民生児童委員にアンケート調査をとりま

したところ24名程度のひきこもりの方を民生委員

は知っていらっしゃると。もう１つはＮＰＯみら

いに伺ったときに、16歳以上のブラジル人の子が

日本の高校に上がったときに、なかなかなじめな

くてひきこもりってしまっているという話も聞い

ております。目標としては平成29年度、平成27年

に生活自立支援事業所を立ち上げて平成28、29年

目の3年後ぐらいにアウトリーチといって家庭の

ほうに出向いていって、そういう方と接触して何

とか社会復帰に向けていきたいと。その第一の拠

点と、社会的な行き場所として地域活動支援セン

ター３型でかとれあワークスというところが大き

な位置づけになるかなというふうな形で想定して

おります。 
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 以上です。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第67号について挙手により採決します。 

 議案第67号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第67号 知立市

かとれあワークス条例の一部を改正する条例の件

は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第68号 知立市中央子育て支援センター条

例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 中央子育て支援センターの条例ができました。

まず中央子育て支援センターの一番の目的は何だ

ったのか教えてください。 

○子ども課長 

 建設中の中央子育て支援センターについては、

市内の子ども・子育て支援の中核施設として、ま

た、ほかの子育て支援センター、これは来迎寺子

育て支援センター、南子育て支援センターであり

ますが、それの中心として位置づけるものとして

建設しております。 

○高木委員 

 一般質問でもありましたけれども、この条例の

中に第３条（５）に一時保育事業に関するという

ことがありますけども、この一時保育は療育事業

に中央子育て支援センターに登録された方だけな

のか、その辺のところをお聞かせください。 

○子ども課長 

 一時保育の利用者につきましては、療育事業に

登録された方ではなく、ほかの方にも御利用いた

だけるというものになっておりまして、３歳未満

児が対象となっております。 

○高木委員 

 そこなんですよね。ここができたときに、地域

の皆さんに、なぜ中央保育園を廃園にして中央子

育て支援センターをつくるかというところが私は

どうも合点が何となく、一時保育事業ができると

いうのも、この療育というか相談に見えている、

日ごろは他の保育園に入れないお子さんのために、

緊急時のためにつくるものの一時保育ならともか

く、これはどういう意味合いで一時保育を全員の、

全般の中央子育て支援センターに持っていかれた

のか、その辺の趣旨をお聞かせください。 

○子ども課長 

 今回一時保育を中央子育て支援センターの中に

設けるわけでございますけれども、現在療育をし

ていただく場合にも、お子さんを連れて参加され

る親御さん見えます。その方はお子さんを預かっ

ていただく方が見えるんですが、その方がもうち

ょっと大変だということで、その方も今そういう

状況になってきておりまして、支援センターのほ

うにおきまして、そういった療育の利用者の方の

一時保育のほうを利用していただきたいというこ

とが発端でございますけれども、ただそれだけで

はなく、一般の方にも利用を広げているというよ

うな形でございます。 

○高木委員 

 子どもが２人いて、今の話、１人の妹か弟が療

育しなければいけないと、お姉ちゃんならお姉ち

ゃんのほうは健常だよと。その子がまだ３歳未満

なので、１歳の子が悪いから、その子を預かるの

に一時保育になるんですか。 
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○子ども課長 

 この一時保育を利用していただくということで

あれば、その事業のほうで有料で保育を利用して

いただくことになります。 

○高木委員 

 お母さんと一時保育の分離させてみることは保

健センターでも現在もやっておりましたので、私

も経験しておりますけれども、分離させなきゃい

けない子というのはあるんですよ。別にお母さん

が見られれば見ててもいいんだけど、この一時保

育事業にその子が預ければ、そうなりますよと言

ったって、そんなのはサービスの１つじゃないの

かなというように思うんですけど、これも一時保

育事業になるんですか。２人の子どもを連れてい

きました。片方の子をお母さんが預かります。そ

れも一時保育になるんですか。その辺のところを、

もう一度。 

○子ども課長 

 この一時保育というのは、私どものほうで保育

士、臨時保育士を雇用いたしましてお預かりする

という事業になりまして、利用者のお母さん同士

がそこでということを言われたんですかね、お預

かりしてこの部屋を使うという形の部屋ではござ

いません。 

○高木委員 

 何となく話がいまいちわからないんです、私に

は今の話は。親子分離ということの延長で、親子

分離なんだけど、その対象者の子以外の子は親が

見ていても別に構わないと思うんですけれども、

それは。福祉子ども部長どうなんですか、この辺

は。 

○福祉子ども部長 

 今回の施設に関しては、本来先ほど言われてた

ように子育て支援センター部分と療育部分という

形、ただ療育の関係を一忚午前中やらせていただ

くようなこともありまして、尐し部屋にも余裕が

あるようなこともありまして、今回一時保育事業

をやらせていただく。 

 それと今子ども課長が言いましたように、例え

ば上の子、下の子でもよろしいわけなんですが、

療育のほうの関係というと、当然まずお母さんと

子どもで療育の関係の形で受けていただくという

ことで、その間、以前はお母さん個人が、要はベ

ビーシッターというんですか、そういったやって

いただける方を雇ってという形で来ていただいて

やってたわけなんですが、その方もなかなか年齢

等もあってできないということもあって、今後ど

うしたらいいかという話があって、その関係で、

うちのほうで保育士を雇わせていただいて、市の

ほうでやらせていただく。ただその部分だけでは、

やはり本来の一時保育、今でも満杯ということも

ありますので、尐し拡充という意味で一時保育と

いう形で６名受けるような形のものを事業として

始めさせていただいたというのが形になるかと思

っております。以上です。 

○高木委員 

 この療育に利用するに当たって予約が要るんで

すか。療育を受ける、きょうこの日行きますよと

いう予約が要るんですか。 

○子ども課長 

 まずこの療育事業に参加していただくためには

申し込みをしていただいて、その上で私どものほ

うがそのお子さんが療育が必要かどうかという判

断をさせていただいてから、療育事業のほうに参

加していただくという形になりますので、年齢、

ある程度、大ざっぱにいうと年齢区分、３歳以上

だとか、それから２歳だとかというような形での

クラス分けはさせていただくんですが、多尐発達

の関係で、その辺は変わるかもしれませんが、３

歳以上については週４日、２歳児については週２

回程度ということで療育のほうに参加していただ

きたいということで考えております。 

 それと先ほど高木委員がおっしゃられたお母さ

んが上の子を見ていてもどうかという、それにつ

いてはそれを全く拒否するわけではございません

けれども、ただ、お母さんが療育を受けるお子さ

んと向き合っていただきたい、その療育をすると

いうことで、そこだけでお母さんはお子さんと生

活するわけではありませんので、あくまでそうい

うところで集団療育ということでお母さんがお子
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さんに対してどういうふうに向き合ったらいいの

かということもそこで学んでいただきたい、そう

することで御家庭でもお子さんに対して、こうい

う指導したり、こういう向き合い方をするといい

ですよという、そういうようなこちらのほうから

サポートというか助言というような形をしながら、

お子さんの発達を助けていきたいというものがご

ざいますので、できればほかのお子さんが見えれ

ば、そういった預けられる場所があれば表現悪い

かもしれませんが預けていただいて、療育を受け

るお子さんに向き合っていただいて一緒にやって

いただくのがいいのかなと思っております。 

○高木委員 

 療育を受ける人たちが週に４回から２回という

お話が今ありましたね。その方たち、今ひまわり

ルームが来迎寺、そして南保育園でやってみえる

と思うんですけれども、大体今は何人ぐらい対象

者はお見えになるんですか。 

○子ども課長 

 療育については、南児童センターのひまわりル

ーム、児童センターの１部屋で間借りしてやって

おるんですが、現在の人数につきましては、全部

で21人となっております。３歳以上については４

人、２歳が16人、１歳が１人というような形で今

療育を受けていただいております。 

 来迎寺のほうは、支援センターであって療育事

業は行っておりません。ですので療育はあくまで

南児童センターの中の１室で、あと南子育て支援

センターと来迎寺支援センターはまた別物で療育

をやっておりません。 

○高木委員 

 一時保育事業、今お聞きしていて、ここで療育

に参加する方たちが同時に申し込まなきゃいけな

くなってくるんですね。この一時保育事業にもし

も参加するとなって自分の子どもを見てもらおう

と思ったら。そうしたら、この前の福祉子ども部

長の答弁では予約ができるんですよと言われて、

一般の方たちがもしも予約されてた場合、療育に

来た人たちは自分の子どもを預かってもらおうと

思っても、いや、あなたたちはもうだめですよと

言われたら、それどうするんですか。 

○子ども課長 

 一忚前月の１日、１日が土日ですと最初の日に

なるんですが、月の初日から受付するわけなんで

すが、その際に中央子育て支援センターのみで受

付をさせていただいて、翌日からは中央子育て支

援センターと市役所のほうの子ども課のほうの窓

口で両方でお受けするという形をさせていただく

予定でおります、受付については。その場で行け

ませんよということであれば、ちょっとほかのと

ころを御案内できるかどうかわかりませんけども、

中央子育て支援センターの一時保育は定員６人を

予定しております。ですので、それを超えてお預

かりすることはできませんので、その場合はほか

の一時保育だとかというのを御案内するしかない

のかなと思っております。 

○高木委員 

 その部分が私が一番不思議だなと思ったんです

よ。療育に来る人、療育を今利用してみえるお母

さんが困ったと、緊急事態なんだと。書いてあり

ますよね、第８条に緊急性が極めて高いというこ

とが。この緊急事態のときに、もう既に６人に達

していましたよと。じゃあなた、お姉ちゃんはこ

っちのほうの保育園があいているからというふう

になるのが一番私は心配したんですけども、その

辺はどんなふうに考えてみえるんですか。もう全

部が一体として一時保育は預かるよと、今のお話

は。しかし、そこの中央子育て支援センターのほ

う利用する方が例えば万が一交通事故、あっては

いけないんですけど、御家族の誰かがなったとい

うことで、緊急にとか、そういうことがあったと

き、それ一番緊急なんですよね。ここに書いてあ

る出産とかはどちらかというと、緊急は余りない

ですよね、すぐに生まれちゃったというのは緊急

なんですけれども。ちょっとその辺のところをわ

かりやすく説明してください。 

○子ども課長 

 緊急という場合は、子育て支援センターの一時

保育が緊急だけのこういうやり方をしているわけ

じゃなくて、通常のほかの保育園でやっている一
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時保育においても同じような形で取り扱いしてい

る形、一時利用の手続の例によると規則の第８条

のほうでありますように、もともと一時保育の事

業、これとは別に先にやっておるんですが、それ

に準ずるというか、同じような形でやりますよと

いうことを明記させていただいてるものでして、

ですので、緊急時という部分については、そのと

きにあいているかあいてないかというお話になる

と、あいてなければどうするというのはなかなか

お答えしにくいんですが、本会議の中でも福祉子

ども部長が答弁させていただきましたように、現

状、今年度については比較的保育園のほうの一時

保育についても余裕がある年になっておるんです

が、高木委員の言われたような、どこも全部埋ま

ってるときどうするんだと言われますと、なかな

か対忚についてはお答えしかねるところがありま

す。 

○高木委員 

 もう一回だけ言います。ここは、ほかの保育園

とは違うよということが言いたいの。違いますか

ね、福祉子ども部長。 

○福祉子ども部長 

 今回の子育て支援センターについては、今高木

委員が言われるように療育が事業と支援センター

が主体であります。当然それが本来のものであっ

て、例えば今高木委員の言われるように療育の子

ども、お子さんのということで、そこのお子さん

を見ていくというのがまずは基本にあるのかなと

いうふうに感じております。ですから一忚、一時

保育という形をとっておりますが、それはどうし

ても先ほど言ったように、枠を拡大させていただ

きたいということでやらせていただきますが、基

本はやはり療育のお子さんは中心的にその辺は調

整なり考えていくべきだなというふうに感じてお

ります。 

○高木委員 

 今の福祉子ども部長のお話で療育、ここの施設

を使ってみえるお子さんは一時保育という、本当

に緊急性があったときはこの中央子育て支援セン

ターで、パートをそのときに臨時にふやしても何

でもいいですけど、じゃあなたはきょうは宝保育

園があいているからそこへ一時保育に行きなさい

というようなことはないということだけお約束し

ていただいて、この中央子育て支援センターの一

時保育にしていただきたいんですけど、それはお

願いできますでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 高木委員の言われるようにそれについては配慮

が必要だと感じております。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○佐藤委員 

 今の話がわからなくなりました。１つだけ私お

聞きしたいんですけど、ここに事業の中身で肢体

不自由児も建設当時の図面などをもらって、肢体

不自由児はどこでどんな事業をやられるのか、そ

この点だけお願いします。 

○子ども課長 

 肢体不自由児の方の療育というのは、今度の中

央子育て支援センターでもということですが、そ

れにつきましては、肢体不自由児の方の機能訓練

とかそういったものではなく、あくまで療育で行

っている知的発達だとか、そういったようなもの

の集団保育、そこに参加していただいて、肢体の

方に関しても知的な部分、知能の部分についての

発達をそこに参加していただいてやっていただく

ということで考えておりまして、肢体とか、实際

そういう部分についての療育事業としては考えて

おりません。 

○佐藤委員 

 ということは、よく意味がわからなかったんで

すけど、知的だとか、ちょっと学習障がい的な子

どもたちを含めて療育事業があるわけですけど、

特別肢体不自由児という限定の中での機能の発達

とかそういうことではなくて、全体の中で肢体不

自由児を見るよということですか、端的に言えば。

どうでしょうか。 

○子ども課長 

 あくまで知的とかそういう部分で一緒に参加し

ていただいて、療育事業を受けていただくという
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ことでございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、この肢体不自由児というのが１つ

中央子育て支援センターのときに、建物の図面の

中に肢体不自由児の療育みたいな話があったです

けども、それとはちょっと中身的に、当初の図面

で示された２階建てでしたよね。１階と２階あり

まして、図面の中にはそういうことが書いてあっ

たと思うけれども、それとはちょっと違うという

ことでしょうか。 

○子ども課長 

 部屋としては、４つ療育室というのは持ってお

ります。その中で図面としてはおっしゃられたと

おり、肢体不自由児の部屋というのが記載されて

おりましたが、療育事業については先ほど申し上

げたような形の事業という形でなっております。 

○佐藤委員 

 そうすると、肢体不自由児で、現在はそういう

ことで、ちょっと私はのみ込みが悪くて大変恐縮

なんですけど、ああした図面が描かれて、そうい

う肢体不自由児が抱える特性に忚じたような何か

やられるのかなと思ったら、今の話だと知的やそ

ういう人たちも込みの話で、端的に言えば、なれ

てもらうようなことをやられるということなんで

すか、どうなんでしょうか。 

○子ども課長 

 なれていただくというのではなくて、あくまで

知的、体は肢体不自由児ではないですけどもとい

う形の療育をされているお子さんと同じクラスに

入っていただいて療育を受けていただくという形

です。 

○佐藤委員 

 私、専門家じゃないのでそれがどうなのかとい

うことはわかりませんけれど、ただ当初あえて肢

体不自由児のそうした部屋までつくってやられる

ということになると、そうした子どもたちの特性

に忚じた何かがやられるのかなというふうに私自

身は思っていたものですから、ちょっと意外だな

というのが率直な感想です。福祉子ども部長、そ

れで今子ども課長が説明したようでよろしいです

か。 

○福祉子ども部長 

 先ほど子ども課長が言いましたように、肢体不

自由児の方の治療というんですか、リハビリのよ

うなことはちょっとやれませんので、それについ

てはやらないと。ただ、その中で、集団の中に入

って療育で、遊びが中心になるわけなんですが、

遊びの中で体を動かしていただく、そういったも

のに興味を持っていただくというんですかね、子

どもが楽しめるような形をもって、要はそういう

ことで体を動かしていただいて、それがひいては

リハビリじゃないですが、そういったことにもな

ってくるということなんですが、ただそれについ

て肢体不自由の子どもだけ集めてという形ではな

くて、今までどおりの発達障がいの子も含めての

形でやらせていただきたいという形で年齢によっ

てクラス分けをさせていただくような形でやらせ

ていただく。当初の図面が個別というか、別々に

やるような形でとってあった感じはしますが、最

終的には今のような形で落ちついたということに

なっております。以上です。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第68号について挙手により採決します。 

 議案第68号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第68号 知立市

中央子育て支援センター条例の件は原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第69号 知立市かとれあワークスの指定管

理者の指定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 このかとれあワークスなんですけれども、指定

管理の時期なんですけど、平成25年４月１日から

平成30年３月31日までと前なっておりましたけど

も、これはここで指定期間が変更になっているん

ですけれども、内容が変わるとこの指定期間とい

うのが変わるんですか。 

○福祉課長 

 今回、企画政策課のほうと協議させていただい

て、管理基準及び業務範囲が変更になるというこ

とで一度前回の指定管理を取り消しをさせていた

だいて、新たに法的位置づけを持った地域活動セ

ンターになること及び開所日数がふえることなど

によって管理基準、業務範囲が変更するというこ

とで新たに５年間の指定管理を審査していただい

て今回上程させていただいたということでござい

ます。 

○高木委員 

 先回も議案として出されていました。このよう

な指定期間ということです。今の説明がきちんと

もうちょっとされると、そこで一旦もう平成25年

４月１日から変更ということで、結局平成27年の

３月31日までの契約期間で、指定期間を変えたよ

ということなんですね。それで新たにということ

で、もう尐しこれからはわかりやすく説明してい

ただけるとありがたいなと思いますけども、今後

はどんなふうにされますでしょうか。 

 わかりました。ありがとうございます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第69号について挙手により採決します。 

 議案第69号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第69号 知立市

かとれあワークスの指定管理者の指定についての

件は原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

 議案第70号 知立市地域福祉センターの指定管

理者の指定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 今回、指定管理ということでやるわけですけど

も、指定管理の事業の範囲はどういうものかとい

うことと、新たに答弁の中で生活困窮者自立支援

と、この事業を向こうのほうに委託するというよ

うなことも言われてますけど、その点、簡潔にお

願いしたいと。 

○長寿介護課長 

 指定管理の範囲につきましては、福祉の里八ツ

田条例に規定したとおりでございますが、施設の

管理、デイサービス等が列記されておるわけです

けども、直ちに条例案が出てきませんので、後ほ

どということでもよろしいでしょうか。 

 それから、もう１つの件については福祉課でお

願いします。 

○福祉課長 
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 生活困窮者自立支援事業は、福祉課のほうから

社会福祉協議会のほうに委託するという予定でご

ざいます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

○長寿介護課長 

 指定管理にかかわる事業につきましては、老人

デイサービス、障がい者デイサービス、研修、相

談事業、それから食事サービス、ボランティア活

動支援事業、済みません、読み間違えました。 

 条例の第５条のところ、第２項の中に指定管理

にかかわる業務は次のとおりとするということで

書いてございます。そこの中で書いてあるのが今

読み上げたところと食事サービス、ボランティア

活動支援事業、その他地域福祉センターの設置目

的を達成するために必要な事業、それから第５条

の２項に地域福祉センターの利用の許可に関する

業務、地域福祉センターの利用にかかわる料金に

関する業務、地域福祉センターの維持管理に関す

る業務、その他必要な事業として市長が特に認め

る事業ということになってございます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第70号について挙手により採決します。 

 議案第70号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第70号 知立市

地域福祉センターの指定管理者の指定についての

件は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第71号 知立市いきがいセンターの指定管

理者の指定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第71号について挙手により採決します。 

 議案第71号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第71号 知立市

いきがいセンターの指定管理者の指定についての

件は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第72号 逢妻衛生処理組合規約の変更につ

いての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 



- 44 - 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第72号について挙手により採決します。 

 議案第72号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第72号 逢妻衛

生処理組合規約の変更についての件は原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

 議案第73号 逢妻衛生処理組合解散についての

件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第73号について挙手により採決します。 

 議案第73号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第73号 逢妻衛

生処理組合の解散についての件は原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 議案第74号 逢妻衛生処理組合の解散に伴う財

産処分についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第74号について挙手により採決します。 

 議案第74号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第74号 逢妻衛

生処理組合の解散に伴う財産処分についての件は

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第75号 し尿処理事務の委託についての件

を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 このし尿処理事務の委託についての議案なんで

すけども、先日市民部長のほうから訂正が出され

ました。私この中で疑問に思ったところがあるも

んですから質問させていただきます。 

 予算の執行等で第４条２のところに委託事務の

管理及び執行に伴い徴収する使用料等の収入は豊

田市の収入とするということで、豊田市に納める

わけなんでしょうか。 

○環境課長 

 委託事務の管理執行に伴い徴収する使用料等、

具体的には行政財産目的外使用、中電柱だとかそ
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ういったものがあります。それとあとマレットゴ

ルフ場の水道料金、そういったものがあります。

そういったものは豊田市のほうで収入するという

ことでございます。 

○高木委員 

 そこで第８条を見ていただくとわかるんですけ

ども、ここで委託事務を廃止する場合において、

当該委託事務の管理及び執行に係る収支廃止の日

をもって打ち切ると。豊田市長が決算する、この

場合において、剰余金が生じたときは速やかに知

立市長に返すんですか。知立市、市長のものにな

るんですかね、こういうお金というのは。 

○環境課長 

 今根拠規定が手元にございませんので、詳細な

ことは申し上げられませんが、こういった規約に

つきましては前例も多くございまして、自治体の

長が受け取るということの規定になっております

ので問題はないかと思いますが、後ほどお答えさ

せていただきます。 

○高木委員 

 後ほどと言われますけども、どうなんですか。

市長が決裁する、協議するのは市長対市長で協議

はされるんですけども、剰余金が生じたときは速

やかに知立市長じゃなくて知立市に還付じゃない

んですかね。市民部長どうですか。 

○市民部長 

 实務的にはそういう形にはなろうかと思います

が、この条文の文言、言い回し等につきましては、

全国各地で事務委託方式とられてます。そういっ

たものを準則といいますか、見た中でやっており

ますので、そこら辺は事務に支障がなく取り扱わ

れると思いますが、先ほど環境課長が申しました

ように、根拠法令につきまして一度確認をさせて

いただいて適正な事務の執行については当然のご

とくしていかなきゃいけないとは思っております。 

○稲垣委員長 

  ここで10分間休憩します。 

休憩 午後３時02分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時12分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉子ども部長 

 先ほどの子育て支援センターの中の療育事業と

一時保育の関係ということで、私のほうの答弁の

中で、療育の方の兄弟優先という形を、そのよう

なニュアンスで話したような感じになっています

が、基本的にはやはり一般の方も受け入れていく

ということで、優先という形のもので例えば６名

受けるということで、６名もう入っている中に療

育の方が入ったときに、療育の方入れちゃうとい

うような形のことはしませんので、あくまで最初

に申し込むときに、そういった療育の方について

はカリキュラム等決まっておりますので、その辺

の調整はさせていただくという形の考えでいます。

でありますので、先ほど言った療育の子だから全

てそこを優先的に使うんだという形ではありませ

んので訂正させていただきます。以上です。 

○環境課長 

 高木委員の御質問の中のお話ですが、委託事務

の廃止に伴う還付金の歳入につきましては、当然

自治体が受け取るわけでございます。この辺は代

表者としての表記でありますので御理解いただき

たいと思います。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 議案第75号について挙手により採決します。 

 議案第75号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第75号 し尿処

理事務の委託についての件は原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

 議案第83号 知立市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に自由討議に入ります。本案に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に討論に入ります。まず本案に対する反対討

論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第83号について挙手により採決します。 

 議案第83号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって議案第83号 知立市

国民健康保険条例の一部を改正する条例の件は原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 陳情第34号 介護・福祉・医療など社会保障の

施策拡充についての陳情書の件を議題とします。 

 御意見等ありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第34号 介護・福祉・医療などの社会保障

の施策拡充についての陳情について、内容としま

して生活保護について安心できる介護保障につい

ての中では介護保険料の利用料、介護にかかわる

基盤整備など包括ケアを含む要介護１、２とそし

て介護予防の取り組みとした新しい総合事業につ

いて、そして高齢者の福祉施策の充实、そして３

番目として福祉医療制度の充实、４番には子育て

支援について、５番には国保改善、６番、障がい

者の施設拡充、知立市においても切实な問題とな

っております。７番、予防接種につきましては、

任意予防接種に補助をすることで重篤な症状を改

善できると書いております。どの陳情事項も十分

理解できます。 

 しかしながら、財源につきましては、５番に書

かれております国保の改善の中に一般会計からの

繰り入れ拡充と書かれていることは知立市にとっ

てなかなか難しい問題だとも思えます。しかしな

がら、市民生活が安心できることが重要です。こ

の陳情第34号 介護・福祉・医療などの社会保障

の拡充の陳情につきまして、知立政策研究会とし

て賛成意見といたします。 

○三宅委員 

 第34号については市政会としては不採択したい

と思います。この陳情については平成26年12月に

も出ておりまして、内容が大体同じということで

不採択としたいと思います。 

○杉山委員 

 陳情第34号につきまして公明会派として不採択

でお願いいたします。趣旨説明の中で陳情者の方

が述べられておりました生活保護について、特に

知立市におかれましては、自治体の中でいろんな

部分で申請等早急に調整していただきながら生活

保護の方の面倒を見ていただいております。多項

目いろいろと提言され、陳情の思いを述べられて、

思いのところの部分では当然のことと感じますけ

れども、今回全てのことが財源も含めて、これか

らいろんな調整という形で通っていくと思います

ので、今回につきまして不採択ということでお願

いいたします。 

○佐藤委員 

 陳情第34号について、介護・福祉・医療、社会

保障の施策拡充と、この点につきましては、地方
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自治体が本来果たすべき福祉の保持・増進という

点で、これは知立市に対して市議会として陳情書

を採択を求めたものでありますけども、私はこれ

が財源を伴うものや、その他いろいろあります。

しかしながら、地方自治体の本旨であるところに

照らし合わせてみると、議会がこれを採択し、ま

た行政がそれを努力目標として取り上げていくと

いうことが必要ではないかと、そんなことと同時

に、陳情項目さまざまありますけれども、私ども

が一般質問・質疑の中で求めてきた中身が大変多

く含まれていると、そんなことから採択でお願い

したいなというふうに思います。 

 以上です。 

○稲垣委員長 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第34号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手尐数です。 

 次に陳情第34号について不採択することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって陳情第34号 介護・

福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳

情書の件は不採択とすべきものと決定しました。 

 陳情第35号 愛知県に対し福祉医療制度に関す

る意見書提出を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見ありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第35号 愛知県に対し福祉医療制度に関す

る意見書提出を求める陳情書について、先ほどの

陳情第34号と同様の内容があります。陳情内容に

障がい者医療のうち医療の補助対象の一般の病気

にも広げるとあります。障がいを持つ人は健常者

のように働くことはできません。補助対象を拡充

していただきたいと思い、知立政策研究会はこの

陳情に賛成といたします。 

○三宅委員 

 この陳情書については、いろいろ多岐にわたっ

て非常に賛同できるところもありますけど、市政

会としては不採択としたいと思います。 

○杉山委員 

 陳情第35号 愛知県に対し福祉医療制度に関す

る意見書提出を求める陳情書に対しまして、趣旨

の部分、先ほどの皆さんの御意見もございました

障がい者医療費助成、また後期高齢者医療の福祉

の医療費助成等、これから抱える問題たくさんご

ざいます。そういった中で愛知県としても財源の

問題いろいろ含めて調整していくところもありま

しょうし、またそれに対して自治体として声を出

していくことも必要だということも思います。そ

ういった点も含めました。 

 しかし、陳情事項に対しまして第34号にござい

ましたように、まだまだ私たち自治体としての施

策を提案していく部分も調整しながらという思い

がございます。今回に関しまして公明会派として

不採択でお願いいたします。 

○佐藤委員 

 私は陳情第35号に対して、これは愛知県に対し

てのことでありますけども、福祉医療制度につい

てさまざまこの間いろいろありましたけれども、

縮小せず拡充と、こうした点、さらに18歳まで子

供の医療費無料化ということも提案させてもらい

ましたけれども、県事業としてやられて、市と分

かち合いながらやるという点で、市の負担も小さ

くなるんじゃないかなと。そうしたことを含めて

私は県に対して、愛知県の場合はさまざまありま

すけれども、財政規模が東京都に次いで２番とい

う中で、県の財政のことどうのこうのはできませ

んけれども、ぜひ県に対して働きかけをしていく

ということが必要ではないかと、そんなことから

採択してほしいなというふうに思います。 
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 以上です。 

○稲垣委員長 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第35号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手尐数です。 

 次に陳情第35号について不採択とすることに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって陳情第35号 愛知県

に対し福祉医療制度に関する意見書提出を求める

陳情書の件は不採択とすべきものと決定しました。 

 陳情第36号 愛知県に対し医療提供体制に関す

る意見書提出を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見がありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第36号 愛知県に対し医療提供体制に関す

る意見書提出を求める陳情書について意見を述べ

させていただきます。 

 この意見書にも書かれておりますが、国民健康

保険制度の安定確保のため、国や県がしっかりと

財政を確保していただきたいと思います。しかし

ながら、介護保険同様、医療制度も暮らしの安心

安全の保障となるように願っておりますが、なか

なかうまくいっておりません。よってこの陳情、

知立政策研究会、賛成といたしたいと思います。 

○杉山委員 

 陳情第36号 愛知県に対しまして医療提供体制

に関する意見書提出を求める陳情書に対しまして、

趣旨の中でありました国民健康保険制度そのもの

の破綻しかねない状況、国民にとって国民健康保

険制度というものは一番大事な問題であります。

また、県が国に対しまして補助金の削減、病床等

も含めて医療ビジョンの策定に当たってのこうい

ったものの問題等に対しましても県に訴えていき

たいというこの趣旨の内容を含めまして、今回公

明会派として採択としていただきたいと思います。 

○三宅委員 

 この陳情に対して市政会は賛成したいと思いま

す。先ほど皆さん言われたとおりでございますの

でよろしくお願いします。 

○佐藤委員 

 陳情第36号、私も採択でと。国民健康保険をめ

ぐる状況は地方自治体、市町村国保において、ど

こも苦しい实態があります。そんな中で都道府県

単位化という問題も１つ議論になっているわけで

すけれども、いずれにしましても、県の市町村に

対する補助金がないという点では市町村をもっと

忚援してほしいなということから、ぜひ復活をお

願いしたいということが１つであります。 

 それからもう１つは、病床については国が削減

のガイドライン、こうしたことに出しているわけ

ですけども、県としてはそうしたガイドラインを

安易に受け入れることなく、そうした計画つくる

に当たっては、そうしたことを前提にしないと同

時に、やはり県主導、国の意向に沿ってどんどん

決めるということではなくて、やっぱり関係者の

意見を取り入れる、そうした点で十分意見を反映

してやってほしいなというふうに思いますので、

採択でお願いしたいなと思います。 

 以上です。 

○稲垣委員長 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第36号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって陳情第36号 愛知県

に対し医療提供体制に関する意見書提出を求める

陳情書の件は採択すべきものと決定しました。 

 陳情第38号 年金制度に関する意見書提出を求

める陳情書の件を議題とします。 

 御意見等ありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第38号 年金制度に関する意見書提出を求

める陳情書について、知立政策研究会、賛成とし

たいと思います。 

 陳情内容にも書かれておりますように、日本国

憲法に保障された国民が幸福に暮らす権利や生き

る権利が保障され、住民の福祉を守るためにも年

金の削減などあってはなりません。中止にするこ

とで私たちこの陳情書のように安心して生活でき

る年金制度確立していっていただきたいというこ

の意見書、賛成いたします。よろしくお願いしま

す。 

○杉山委員 

 陳情第38号 年金制度に関する意見書提出を求

める陳情書に対しまして、国民の皆様が不安に思

っていらっしゃるこの年金問題、ここの趣旨にも

あります部分、国民生活は老いも若きも賃金を下

げることと年金を初めとする社会保障の削減と負

担増によって苦しめられ、日本経済は低迷してい

る云々がございます。国民の生活实感というのは

今の状況の中で感じてらっしゃる方、また、まだ

まだ御自身がそういった思いになられない方多く

いらっしゃるというふうにも思っております。こ

の年金問題につきましては、現在も裏面のところ

にもありましたけれども、どこに行ってしまった

のか、消えた年金問題ということで、今、国も早

急にこの問題については調べている状態もありま

す。年金についての問題は個々の問題だけではな

い部分が、大変趣旨もわかりますけれども、今回、

これは国に対しての問題としての意見書提出とい

う段階ではないというふうに公明会派としては不

採択でお願いします。 

○佐藤委員 

 私は陳情第38号、採択でお願いしたいと。この

間、国民年金の2.5％切り下げという形で段階的

に進められておりますけれども、市民の皆さんの

意見を聞くにつれて、やはり大変な思いで生活を

していると、そんな声をあちらこちらで年金に関

しては聞くわけであります。 

 さらにこの間、消費税や円高等もありまして、

ますますもって大変な生活を送らざるを得ないと

いう点ではこの切り下げをやめることは当然だと

いうふうに思いますし、同時にこの間最低保障年

金の問題は各党違いがあっても１つの大きなテー

マになってきたわけです。しかし、なかなかどの

ようにそうした形をつくっていくかということは

まとまらないのが今の現状であります。 

 ここにあるように、当面国庫負担分について高

齢者年金を支給して、とりあえず無年金者をなく

すというのは多くのところで合意できる中身では

ないかなというふうに私は思います。そんなこと

から私はこの陳情に賛成したいというふうに思い

ます。以上です。 

○石川委員 

 年金制度というのは、なかなかこれから先大変

な問題ではございますが、政府・与党、自民党政

権はその年金を確实にしようと、社会保障をしっ

かりやろうということで消費税も10％へと向かっ

ておるわけであります。その財源がない中で、そ

れぞれ年金は切り捨てるなとかそういうことを言

っておりますが、年金制度というのはそれぞれ物

価が上がったときには上がる、下がったときには

下がるという制度になっておるんでありますが、

今までの政権の中で、物価が下がっておっても年

金は下げなかったという状況がある中でございま

すので、年金制度をしっかりやろうと思えば、こ

こに書いてありますように消費税10％を中止しろ

ということの論調には賛成できませんので、これ

は不採択でお願いいたします。 

○稲垣委員長 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 
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（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第38号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手尐数です。 

 次に陳情第38号について不採択とすることに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって陳情第38号 年金制

度に関する意見書提出を求める陳情書の件は不採

択すべきものと決定しました。 

 陳情第39号 介護保険制度に関する意見書提出

を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見等ありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第39号 介護保険制度に関する意見書提出

を求める陳情書について、陳情書にもありますよ

うに、介護認定要支援の訪問介護、通所介護のみ

介護保険から外され、現状のサービスが受けられ

なくなり、新しい総合計画の中にいろいろな介護

状態を何となく当てはめていこうじゃないかとい

うこの施策、高齢者にとって安心できる介護保険

制度改正とは全く思えません。よって知立政策研

究会はこの陳情を賛成とさせていただきます。 

○杉山委員 

 陳情第39号 介護保険制度に関する意見書提出

を求める陳情書に対しまして不採択でお話をさせ

ていただきます。 

 趣旨のところでは、今回の法律の中での介護法

の改正に対しましての御意見を述べられておりま

す。その中で特養の老人ホームの入所要介護３以

上という限定という数字も出ております。そして

また、ひとり暮らしの高齢者のひきこもり、認知

症の遂行、家族介護の負担増などが心配される、

この部分では今の高齢者の方々の認知症、徘回等

も含めて家族の方の負担を増減しないような形の

施策を今一生懸命国でも、また市の自治体でも提

案しているところでもあります。いろんな意味で

の疑問、そしてまた不満、そしてこれから改善す

る部分はたくさんあるかと思いますけども、今回

国に対してまだまだ自治体としても、また個人と

してもいろんな施策を中心にしながらやるべき分

がまだあると思いますので、陳情書の提出に対し

ましては不採択とさせていただきます。 

○佐藤委員 

 私はこの陳情、この39号に賛成であります。介

護保険制度に関する意見書提出を求める陳情書。 

 介護保険の国庫負担をふやす問題ですけれども、

要介護サービスの給付が人数もふえる中でふえて

いくわけですね、それを保険制度の枠組みの中だ

けでやろうと思えば、当然のことながら保険料が

引き上がっていく、こういう関係にあります。と

りわけ知立市においては調整交付金の５％につい

て、５％もらえない、調整交付金なので、これは

絶えず議会でも指摘してきたところでありますけ

れども、いずれにしても、ここで国庫負担がふえ

なければ、これから青天井のように保険料が引き

上がっていくのではないかというようなことを含

めて、ぜひ改善していただきたいなというふうに

思いますし、この軽度者の問題については、昨年

の東海議長会の中だったと思いますけど、こうし

た要支援の方たちを外すことについて、外すなと

いう陳情も議長会の中で出されているとおりであ

ります。そうしたことを含めて、軽度者について

は介護外しをやめると同時に、新しい事業の中で

ちゃんと専門的なサービスが受けられるよう、そ

ういうことが求められているのではないかなとい

うふうに私は思います。ですから今回の中でもそ

うした懸念があって、たくさんの附帯決議がつい

たわけでありますので、そうした趣旨から見ても、

問題のある来年度以降の改正だなというふうに思

っております。そんなことでこの陳情には賛成し

たいというふうに思います。 

 以上です。 
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○石川委員 

 市政会を代表しまして不採択でお願いしたいと

思います。介護制度というのは、大変これから高

齢化社会を迎えるに当たって全く必要な事柄であ

りますが、全てを国庫負担といっておっても打ち

出の金づちがあるわけでなくて、財源がとにかく

伴わなかったらやれないわけでありまして、した

がってそれぞれ今忚分の負担もしていただかなく

てはならないというせっぱ詰まったところにある

わけであります。皆さん余り財源の議論をやりま

せんが、1,000兆円の借金があるという国は世界

では日本しかないのであります。そのことも踏ま

えれば、何でもかんでも国家で負担しろというの

は、これは大変なことであります。 

 介護制度もいろいろな部分がありながら、改正

改正をしながら現状へ来ておるわけでありまして、

これをこのままとめてしまうというわけにはいき

ません。それで国庫補助をふやせ負担をふやせと

いうのは、そればっかりのことを言っておっては

この制度自体が崩壊してしまうということであり

ます。したがいましてこの陳情には不採択でお願

いいたします。 

○稲垣委員長 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第39号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手尐数です。 

 陳情第39号について不採択とすることに賛成の

委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって陳情第39号 介護保

険制度に関する意見書提出を求める陳情書の件は

不採択とすべきものと決定しました。 

 陳情第40号 子ども医療費助成制度に関する意

見書提出を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見等ありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第40号 子ども医療費助成制度に関する意

見書提出を求める陳情について、陳情第34号にも

ありました尐子化の現状を見据え子育ての安心し

た環境をつくることが求められています。子ども

たちの病気の早期発見、早期治療できる制度は非

常に大切です。国民の健康を守るため国の制度と

してしっかり取り組んでいただきたく思っており

ます。知立政策研究会はこの陳情に賛成いたしま

す。 

○杉山委員 

 陳情第40号 子ども医療費助成制度に関する意

見書提出を求める陳情書に対しまして、この中で

も子どもの人口の減尐ということで、尐子化とい

うことでの問題が提起されております。子どもが

歯が痛いと言っているのを我慢しなさいと言わな

ければならないのがつらい、この辺の御意見等の

問題もございますが、親として子どもが病気にな

ればいち早く病院に連れていきたい、そういった

医療のことを心配することなくという思いは一緒

でございます。 

 しかし、今出産のときも出産一時金等の増額と

か、またいろんな部分での中学生の無料化の中で

自治体が苦労されている部分が多いわけですけれ

ども、まずはこの一つ一つを目的を持ちながら取

り組んでいくということについてはすごく思いま

す。趣旨の点でも陳情項目に対しましても同意す

る部分もございますが、まだまだ国としての助成

のあり方、そしてそこまで財源として取れるのか

ということの不安もあります。今回こちらは公明

会派としては不採択でお願いいたします。 

○石川委員 

 市政会におきましては不採択でお願いいたしま

す。これに対しても趣旨はわかるんでありますが、

先ほどから申しておりますように財源を全部国に
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ということでもなかなかこれは困難なことであり

ますので、そういう面から先ほど申し上げました

ように、お金がないときにそれ以上のことができ

るかということでありますので、不採択でお願い

いたします。 

○佐藤委員 

 子ども医療費の無料化ですね、これは18歳まで

というふうになってますけれども、いずれにして

も、今全国の市町村などが力を合わせながら子ど

も医療費の無料制度の拡充を図っているところで

あります。そうした中にあって、国がそうした部

分についてさらなる拡充を図ることは当然だとい

うふうに思います。 

 さらに下の段で、この点でそうしたことをやっ

た場合に国庫負担金いわゆる減額ペナルティー、

この間、一般質問の中でも明石議員がありました

けれども、そうした不当なことがやられているわ

けですよね。 

 それと財源の問題について絶えずあるわけです。

今の枠組みではなかなか困難だなというのが私ど

もの实感ではありますけれども、１つはやっぱり

忚能負担の原則を徹底することと、行き過ぎた企

業に対する優遇税制を改めることなどを含めて財

源の確保と同時に、1,000兆円といっても国民が

許してきたという側面があったにしても、98年の

日銀総裁の前川リポートのようにアメリカに対し

て内需拡大を約束し、そして公共事業を湯水のよ

うに地方に打ってきた、そのつけが1,000兆円と

いう形になっているということをぜひ見ていてほ

しいなと、私はそうしたことを含めて従来の財源

確保のやり方だけでは限界があるし、私どもはそ

うした点でかじを切りながら社会保障を充实させ

ると同時に財政再建への道を開く、そうした中で

こうした点で国にぜひとも社会保障の充实を迫っ

ていきたい、そんな思いでこの陳情40号について

は賛成するものであります。以上であります。 

○稲垣委員長 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第40号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手尐数です。 

 次に陳情第40号について不採択とすることに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって陳情第40号 子ども

医療費助成制度に関する意見書提出を求める陳情

書の件は不採択すべきものと決定しました。 

 陳情第41号 新たな患者負担増に関する意見書

提出を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見等ありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第41号 新たな患者負担増に関する意見書

提出を求める陳情書について、陳情内容にも書か

れておりますように、入院の給食費が自己負担を

ふやすことで患者の負担が増大するわけですね。

そうしますと早期の退院をしなければならないこ

とが心配されます。入院医療から在宅医療につな

がるということで、患者にとってそれが本当にい

いことなのかどうか、本当にそれが健康なのかが

尐しまた疑問になってまいります。知立政策研究

会はこの新たな患者負担増への中止を求める意見

書に賛成いたしたいと思います。 

○杉山委員 

 陳情第41号 新たな患者負担増に関する意見書

提出を求める陳情書に関しましては、裏面の意見

書案にございます特に入院給食費は病院から在宅

へ医療から介護への流れを強める地域包括ケアシ

ステムの中で病院と在宅との費用負担を公平化す

るとの名目で負担増が検討されている云々ござい

ます。現在、地域包括ケアセンターやシステムの

中でこういった医療・介護の在宅へ向かう中での
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検討が進められているという中身の部分がまだこ

れからの部分もありますし、当然こういった負担

になる部分というのは抑えていかなくちゃいけな

いということも感じます。まだ検討中ということ

も含めて今回不採択ということでお願いいたしま

す。 

○石川委員 

 市政会におきましては、この陳情第41号は不採

択でお願いいたします。先ほどおっしゃいました

ように、入院されている方の給食費というのは、

いろいろな治療の面での部分もございますが、や

はりこれは利用者の負担というのはある程度はあ

ってもいいわけでありまして、忚能負担、先ほど

おっしゃいました。全くこれも入院されている方

の忚能負担でありまして、もちろん支払いができ

ない方については食費軽減の制度もありますので、

ましてやこれを上げるなというようなことは、先

ほど私が申しておりましたように、いろんなもの

を随分財源的に大変なんであります。消費税を見

送ったということは大変いろんなことにしわ寄せ

があるということでありますので、不採択でお願

い申し上げます。 

○佐藤委員 

 まずこの陳情第41号、医食同源という言葉が昔

からあります。病気に対する治療は、医療と同時

に食にありと。きょうも健康21がありまして、そ

の中に食事に関する食育という項目もあったわけ

であります。健康な人であってもそうであります。

しかし、病人というのは入院に際して、それにふ

さわしい食事の中で薬だけではない、サポートが

要るわけですね。これは食事はどこでも食べるか

ら有料にしても当たり前なんだと、患者負担をふ

やすことが当たり前なんだという議論もあります

けれども、厳密に見れば、医食同源と、入院給食

費というものは、当然費用負担をどんどんふやす

べきではないと。先ほども財源がありましたけど

も、私どもは先ほど述べたような形での財源提案

もしておりますので、そうしたことも見ていただ

いて、ぜひともそんな形でやりたいと。 

 また、後期高齢者の食事についても、今後厚生

労働省の部会の中でそうした検討もなされている

にしろ年給は削られ、そしてこうした負担がどん

どんふえていく、本当にそれでいいのかというこ

とが一つ一つの施策の中に絶えず問われているわ

けでありますので、そうしたことも見る中で、私

はこの陳情は採択すべきだと考えております。以

上であります。 

○稲垣委員長 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第41号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手尐数です。 

 次に陳情第41号について不採択とすることに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって陳情第41号 新たな

患者負担増に関する意見書提出を求める陳情書の

件は不採択すべきものと決定しました。 

 陳情第42号 病棟転換型居住系施設に関する意

見書提出を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見等ありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第42号 病棟転換型居住系施設に関する意

見書提出を求める陳情書についてですけども、現

在あります精神科病院の病棟の一部を介護施設な

どの病棟転換型居住系施設に転換する構想が实現

すれば、精神科病院に長期入院している人たちは

地域に帰れず、同じところにとどまることになり

ます。障害者権利条約第19条では、障がいのある

全ての人に対し他の者との平等の選択の自由を持

って地域社会で生活する平等の権利を認めており
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ます。長期入院を強いられていた方々が転換施設

に引き続き居住することは許されることではあり

ません。新たな転換施設に認知症の方々が吸い込

まれる危険性が指摘されております。ますますふ

える認知症対策かもわかりませんけれども、病棟

転換型居住系施設の構想の撤回を求めることに知

立政策研究会は賛成とします。 

○杉山委員 

 陳情第42号 病棟転換型居住系施設に関する意

見書提出を求める陳情書に対しまして、この陳情

が出るまで不勉強でこの内容の部分がよく把握さ

れておりませんでした。精神科病棟の居住系の施

設に転換するこういった病棟転換型の居住系施設

という構想が論議されているという内容でありま

した。 

 認知症全般の方々の根幹を揺るがす愚策にほか 

ならないという点の部分では、この施設の内容等

がこういった条約違反に規定する内容なのかどう

か、国際的批判を浴びることは火を見るよりも明

らかだというふうには趣旨の中で述べられており

ますけれども、決してそういったものが施設であ

ってはならないという部分は、そのまま思います。

ただ、この検討会でまだ内容等も含めて論議もさ

れている中で、今の時点でまだ意見書というのは

必要ではない、またしっかりと勉強してまいりま

すけれども、今回の意見書提出に対しましては不

採択とさせていただきます。 

○石川委員 

 市政会も不採択でお願いいたします。余り内容

がわからん部分があるんでございますけれども、

いろいろまだこれから議論が先かなと思いますの

で、今まだわからんまま採択するわけにもいきま

せん。不採択でお願いいたします。 

○佐藤委員 

 私はこの陳情第42号に賛成したいなというふう

に思うんです。今、精神障がいの皆さんについて

は、諸外国を見ると、やはり病院、そうしたとこ

ろからではなくて地域に帰ると。それも障がいを

負っている方が選択権を狭めることなく選択でき

るということが大切ではないかなというふうに思

います。こうした形で、ある意味でこれは矛盾が

あって、なかなかそこのところがどういう施策を

打っていいのかという点で私は国としても迷いの

あるような中身ではないかなというふうに認識し

ているわけです。 

 先ほどの第３期の障がい者計画の中で西三河、

先ほどありましたよね、ああいう形で、あれは病

院ではなくて相談から次のところまでというよう

な形で一方ではそういうものも出されている、そ

んな中でこれをぐっと推し進めることについては

私はいかがかなと。基本的な考え方としては、や

はり病院から地域に帰ると、ただその受け皿づく

りも容易なことではないということも私は承知し

ております。しかしながら、基本的な方向がそう

したところにないといけないのではないか、そん

なことから私はこの陳情に採択をお願いしたいと

いうふうに思います。 

○稲垣委員長 

  ここで10分間休憩します。 

休憩 午後３時56分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時06分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第42号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手尐数です。 

 次に陳情第42号について不採択とすることに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 
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 挙手多数です。したがって陳情第42号 病棟転

換型居住系施設に関する意見書提出を求める陳情

書の件は不採択とすべきものと決定しました。 

 陳情第43号 介護・福祉労働者の処遇改善に関

する意見書提出を求める陳情書の件を議題としま

す。 

 御意見等ありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第43号 介護・福祉労働者の処遇改善に関

する意見書提出を求める陳情書、介護職員処遇改

善は緊急の問題だと思います。介護職員の賃金の

水準は他の産業と比較しても低水準で、人材確保

が困難であります。介護施設がつくられましても

そこで働く人がいなくて開所できないという施設

もあります。期日制限がある国の制度で、国の責

任として処遇改善をしたことがありますけども、

恒久的な財源を確保していただき、高齢者対策、

安定した福祉施策としていただきたいと思い、こ

の陳情に知立政策研究会は賛成といたします。 

○杉山委員 

 陳情第43号 介護・福祉労働者の処遇改善に関

する意見書提出を求める陳情書に対しまして公明

会派として採択とさせていただきます。 

 趣旨にも述べられておりますように、186回の

国会におきまして、全党、野党会派全員一致によ

りまして法律ができました。その間も含めてすぐ

れた人材の確保、そしてまた賃金の問題等処遇改

善が必要な部分がまだまだという点であります。

今回、陳情項目も含めまして公明会派として賛成

させていただきますので、よろしくお願いします。 

○石川委員 

 先ほどはどうも大変失礼いたしました。陳情第

43号、私どもは採択でお願いしたいと思います。 

その中でも全額国庫負担でということはいろいろ

困難な面があると思いますが、福祉労働者の処遇

改善というのは、いろいろ叫ばれている中でなか

なか定着しないという部分があります。したがい

まして、そういう部分での改善、処遇の改善とい

うのは必要なことだと思いますので、全額国庫負

担とかいうところはちょっといただけませんが、

待遇改善ということを優先しながら採択でお願い

したいと思います。 

○佐藤委員 

 私は陳情第43号、介護労働者の処遇改善と、こ

の間議会にはこの種の陳情が出されまして、全会

一致で採択をされてきたところであります。この

西三河でも30床の特別養護老人ホームをつくり開

所しようとしたと。ところが、開所しようとした

が、介護労働者を募集しても集まらないという事

態も生まれていると。それはとりもなおさず介護

労働者における賃金が低い等含めて処遇改善が進

んでないことが一番の原因ではないかと。増大す

る高齢者、また給付を求める人々がふえる中で、

その大もとはやはり人材であります。その人材で

ある介護労働者が劣悪な状況に置かれていては介

護の土俵も脆弱になるばかりだというふうに思い

ます。そんなことを含めて、ぜひ国においては早

急に処遇改善を实施してほしいと、このように思

い採択でお願いします。 

○稲垣委員長 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第43号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手全員です。したがって陳情第43号 介護・

福祉労働者の処遇改善に関する意見書提出を求め

る陳情書の件は採択すべきものと決定しました。 

 陳情第44号 生活保護に関する意見書提出を求

める陳情書の件を議題とします。 

 御意見等ありましたら発言をお願いいたします。 

○高木委員 

 陳情第44号について、生活保護に関する意見書

提出を求める陳情書についてですけども、意見書
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にも書かれておりますように、2013年８月から始

まった生活保護基準の引き下げは、食費、光熱費、

衣類など生活費そのもので、最低生活費が引き下

げられることで生活困窮世帯はさらに生活に追い

詰められています。そもそも生活保護制度は生活

に困窮する方に対し、その困窮の程度に忚じて必

要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活

を保障するものに、自立を助長することを目的と

しています。生活保護基準をもとに戻すに当たり、

全国で集団提訴が起こっているようで、愛知県で

７月に提訴とのことです。知立政策研究会は生活

保護基準をもとに戻す意見書の陳情に賛成といた

します。 

○杉山委員 

 陳情第44号 生活保護に関する意見書提出を求

める陳情書であります。最大のセーフティネット

としての生活保護に関するたくさんの市民の方で

もこうした状況に対するお話もございます。しか

しながら、私たち会派としても、貧困にならない

ような教育支援とか、また就労支援、ありとあら

ゆる手だて、施策等の勉強しながら、こういった

生活保護に陥ってしまった方への支援の施策を提

案させていただいております。この間、金額的な

部分での生活に対する食費、光熱費下げられた部

分もありますけれども、またこの貧困から逃れら

れるような形での施策をさらに中心にしながら頑

張っていきたいと思っております。今回この陳情

書に対しましては不採択でお願いいたします。 

○石川委員 

 市政会は不採択でお願いしたいと思います。生

活保護の基準というのは、いろいろ議論する中で、

やはり一部のところからも一生懸命働いている人

よりもようけもらうじゃないかというような意見

もあります。これは、それだけが全部正しいとい

うわけではありませんが、やっぱり働く意欲等を

持ってもらわなくてはいけない、働ける人には働

いていただかなくてはならないということで、そ

のほかいろいろと本当にお困りな方についてはセ

ーフティネットがちゃんと準備されておりますし、

憲法に違反するようなことはございません。した

がいまして今必要なのはもとへ戻せなんていうこ

とをやっておりますと、いつまでたっても改善は

されませんので、この件については不採択でお願

いいたします。 

○佐藤委員 

 陳情第44号 生活保護に関する意見書提出を求

める陳情書、これについてはここに書いていると

おり、生活保護は全ての社会保障の土台だという

ことであります。これが切り下げられることによ

って、これに連動して引き下げやそういうことも

あるわけであります。最賃などとの関係もこの間

生活保護費の関係で決められるという側面もあり

ます。私つい最近、今雇用情勢が、非正規が若者

に４割近く達していると、真面目に非正規で地方

から出てきてトヨタで働いていたと。しかしなが

ら、体を壊したということもあって、たちまち日

雇い派遣やそういうことをやりながら食いつない

でおったんだけど、体を壊す非正規という土俵の

中で正規の採用がなかなかできないと。体を壊し

たら途端に命綱である生活を賄うそうしたお金が

なくなってしまう、そんな現状があるわけですよ

ね。これがセーフティネットとして機能し、なお

かつ憲法で定められた最低保障が私は必要だと思

うんです。 

 この間、生活保護費の給付削減については、物

価が下がったということが最大の理由とされまし

た。その中身は、この議会でもあったように生活

保護受給者の生活とは縁もゆかりもないようなパ

ソコン等の値段が下がったことを根拠にして生活

保護費削減が妥当だというようなことが論理づけ

られて削減になったということは、これは皆さん

御承知のとおりであります。しかし、今日では円

安が進み、物価もどんどん上がってしまうという

ような状況であります。この削減を決めたときの

状況とは一転しているわけであります。そんなこ

とを含めて、そうした削減の根拠が崩れた以上は、

当然のことながらこれをもとに戻すというのは当

たり前の論理だというふうに私は思っております。

そんなことを含めて陳情第44号はぜひ採択をお願

いしたいなというふうに思います。以上でありま



- 57 - 

す。 

○稲垣委員長 

 次に自由討議に入ります。本件に対する自由討

議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 それではこれより採決します。 

 陳情第44号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手尐数です。 

 次に陳情第44号について不採択とすることに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○稲垣委員長 

 挙手多数です。したがって陳情第44号 生活保

護に関する意見書提出を求める陳情書の件は不採

択すべきものと決定しました。 

 ただいま陳情が採択されたのに伴い意見書の文

案について御協議願います。 

 陳情第36号 愛知県に対し医療提供体制に関す

る意見書提出を求める陳情書の意見書の文案につ

きましては添付されている文案でよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 異議ないようですので、そのように決定しまし

た。 

 提出先につきましては、添付されている案でよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議ないようですので、そのように決定しま

した。 

 陳情第43号 介護・福祉労働者の処遇改善に関

する意見書提出を求める陳情書の意見書文案につ

きましては添付されている文案でよろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 異議ないようですので、そのように決定しまし

た。 

 提出先につきましては添付されている案でよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議ないようですので、そのように決定しま

した。 

 意見書の議案につきましては、提出者は副委員

長、賛成者は委員長、議長を除く賛成委員とし、

最終日に議員提出議案として上程いたします。 

 以上で本委員会に付託されました案件の審査は

終了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては正副委員長に御一任願いたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で市民福祉委員会を閉会します。 

閉会 午後４時19分 

――――――――――――――――――――――― 
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